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●はじめに 

盛土等に関する工事の許可においては、宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制法」

という。）等に適合するよう設計施工が行われるかを審査する。 

 

本基準は、盛土規制法及び国の「盛土等防災マニュアル」、「盛土等防災マニュアルの解説」等

に基づき、盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置に関する技術的基準、運用上の留意点

を示したものである。 

 

なお、本基準に示されていない事項については、必要に応じて「盛土等防災マニュアル」、「盛

土等防災マニュアルの解説」、「宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針」等を参考と

されたい。 

 

※本基準に掲載している図表は、「盛土等防災マニュアルの解説」等を参考に作成したものである。 

 

 

 

●改訂履歴 

版数 作成日 改訂概要 

初版 令和７年３月 初版発行 
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第１章 地盤に関する技術的基準 

１．崖面天端の排水 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 １ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛

土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部分に

生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の

地表水が流れるよう、勾配を付すること。 

 

＜解説＞ 

法令では、雨水その他の地表水が崖面を表流し、崖面を侵食すること及び崖面の上端付近で雨

水その他の地表水が崖地盤へ浸透することを防止するための措置について規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・「崖」とは省令第１条第１項に規定のとおり、地表面が水平面に対し30°を超える角度（崖の

下端と上端を結ぶ線と水平面がなす角度）をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）

以外のものをいう。 

・「崖面」とは、省令第１条第１項に規定のとおり、「崖」の地表面をいう。 

・崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、地盤に

勾配を付して排水すること。 

・崖の反対方向へ地盤の勾配を付することが困難な場合は、崖の上端に側溝を設けて地表水を

のり面の縦排水に導くなどの対策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.１ 崖の上端に続く地表面の排水例 
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２．盛土 

２.１ 地すべり抑止ぐい等 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる

措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」

という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ・ロ 略 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以

下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置その他の措置を講ずること。 

 

＜解説＞ 

法令では、盛った土を締め固めること及び透水層の設置により盛土の内部に浸透した地表水等

を速やかに排除することが規定されているが、盛土をした後の地盤に地表水等の浸透による緩み、

沈下、崩壊又はすべりが生じるおそれがある場合、必要に応じて対策工を実施することを求めて

いる。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・必要に応じて、地すべり抑止ぐい等の設置などの措置を講ずること。 

・地すべり防止ぐい等とは以下のものが考えられる。 

 

［主な土留工法］ 

地すべり抑止ぐい工 

・杭工は、一般に複数の鋼管杭を地すべりの移動方向に対して直角

方向に列状に配置し、すべり面を貫いて不動土塊まで挿入する

ことによって、せん断抵抗力や曲げ抵抗力を付加し、地すべり移

動土塊の滑動力に対し、直接抵抗する工法である。 

グラウンドアンカー工 

・グラウンドアンカー工は、不動土塊に達する比較的小さい削孔を

行い、高強度の鋼材等を引張材として地盤に定着させて、引張材

の頭部に作用した荷重を定着地盤に伝達し、群体としての反力

構造物と地山とを一体化することにより地すべりを防止する工

法である。 

 

［土留工法の設計］ 

・地すべり防止技術指針（国土交通省）、地すべり防止技術指針解説（国立研究開発法人 土木

研究所）、土地改良事業計画設計基準 計画「農地地すべり防止対策」（農林水産省）、河川砂

防技術基準 計画編（国土交通省）等を参照の上、所定の安全率が得られるよう設計すること。 
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２.２ 段切り 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる

措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 略 

二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面

が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。 

 

＜解説＞ 

法令では、著しく傾斜している土地に盛土をする場合に原地盤と盛土の間ですべりが生じる可

能性があるため、段切りを行う必要があることを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土をする前の地盤面(旧地盤面)の勾配が15°(約１：４)程度以上の傾斜地盤上に盛土を行

う場合、段切りすること。 

・段切り寸法は、原則、高さ0.5ｍ以上、幅1.0ｍ以上とすること。 

・段切り面には、のり尻方向に向かって３～５％程度の排水勾配を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２ 段切りの例 
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２.３ 盛土のり面の形状 

Ⅴ·３ 盛土のり面の検討 

Ⅴ·３·１ 盛土のり面の勾配 

盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定し、原則として 30 度以下とする。な

お、次のような場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要がある。（略） 

Ⅴ·３·２ 盛土のり面の安定性の検討 

盛土のり面の安定性の検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要がある。ただし、のり面勾配等の

決定に当たっては、安定計算の結果に加え、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等を十分参照した上

で総合的に検討することが大切である。（略） 

Ⅴ·３·３ 盛土のり面の形状 

盛土のり面の形状は、気象、地盤条件、盛土材料、盛土の安定性、施工性、経済性、維持管理等を考慮して

合理的に設計するものとする。なお、のり高が小さい場合には、のり面の勾配を単一とし、のり高が大きい場

合には、のり高５メートル程度ごとに小段を設けることを原則とする。小段幅は１～２メートルとすることが

一般的である。また、この場合、二つの小段にはさまれた部分は単一勾配とし、地表水が集中しないように適

切に小段に排水勾配を設ける必要がある。 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、盛土した後の地盤の崩壊を防止するため、盛土をする際ののり面

の標準形状を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土のり面の形状が次の標準形状に適合するか、又は安定計算の結果、必要な安全率を満足

すること。 

 

［盛土のり面の標準形状］ 

・盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定し、原則として 30度以

下とすること。 

・盛土高さが５ｍを超えるときは、高さ５ｍ以内ごとに１～２ｍ程度の小段を設けること。こ

の場合、小段には適当な勾配を付けるとともに、必要に応じて植生により小段面を保護し、

又排水路を設ける等の措置をとること。 

・全体の盛土高さが 15ｍを超える場合は、高さ 15ｍごとに３～５ｍ以上の幅広の小段を設けること。 

 

図 １.３ 盛土のり面の標準形状 
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表 １.１ 盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配の目安 

盛土材料 盛土高 勾配 

粒度の良い砂（S）、 

礫及び細粒分混じり礫（G） 

5ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

5～15ｍ 1：1.8～1：2.0 

粒度の悪い砂（SG） 10ｍ以下 1：1.8～1：2.0 

岩塊（ずりを含む） 
10ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

10～20ｍ 1：1.8～1：2.0 

砂質土（SF）、硬い粘質土、硬い粘土

（洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロー

ム等） 

5ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

5～10ｍ 1：1.8～1：2.0 

火山灰質粘性土（V） 5ｍ以下 1：1.8～1：2.0 

 

［盛土のり面の安定性の検討］ 

・標準形状以外の形状とする場合は安定計算を行うこと。 

①安定計算 

盛土のり面の安定性については、円弧滑り面法により検討すること。また、円弧滑り面法の

うち簡便なフェレニウス式（簡便法）によること。 

 

②設計土質定数 

・安定計算に用いる粘着力（c）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、

現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うことにより

求めること。 

 

③間げき水圧 

・盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に間げき水圧が

発生しないようにすることが原則である。しかし、計画地内における地下水位又は間げき水

圧の推定は未知な点が多いことから、地下水及び降雨時の浸透水の集中により間げき水圧が

上昇することが懸念される盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算により盛土のり面の安

定性を検討することが望ましい。 

・安定計算にあたっては、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧（u）とし、

必要に応じて、雨水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施工に伴っ

て発生する過剰間げき水圧を考慮する。また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏ま

え、適切に推定することが望ましい。 

 

④最小安全率 

・盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工直後において、Fs≧1.5とすること。 

・地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧1.0 とすること。なお、大地震

時の安定計算に必要な水平震度は、0.25 に建築基準法施行令第 88 条第１項に規定するＺの

数値（茨城県のＺ＝1.0）を乗じて得た数値とすること。 
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２.４ 盛土全体の安定性 

Ⅴ·４ 盛土全体の安定性の検討 

盛土全体の安定性を検討する場合は、造成する盛土の規模が、次に該当する場合である。 

１）谷埋め型大規模盛土造成地 

盛土をする土地の面積が 3,000 平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をす

る土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入することが想定されるもの。 

２）腹付け型大規模盛土造成地 

盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20 度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５メートル以上と

なるもの。 

検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要がある。ただし、安定計算の結果のみを重視して盛土形

状を決定することは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等を十分参照することが大切である。 

①安定計算（略） ②設計土質定数（略） ③間げき水圧（略） ④最小安全率（略） 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、谷埋め型大規模盛土造成地、腹付け型大規模盛土造成地について

は、盛土全体の安全性の検討を求めている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・次のいずれかに該当する盛土をする場合においては、土質試験その他の調査又は試験に基づ

く安定計算を行うことにより、盛土全体の安全性を検討すること。また、地震力による荷重

を考慮した設計条件により構造計算を行い、安全性を検討すること。 

１ 谷埋め型大規模盛土造成地：盛土をする土地の面積が 3,000 ㎡以上であり、かつ、盛

土をすることにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを

超え、盛土の内部に侵入することが想定されるもの。 

２ 腹付け型大規模盛土造成地：盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20°以上の角度を

なし、かつ、盛土の高さが５ｍ以上となるもの。 

 

［谷埋め型大規模盛土造成地］ 

①安定計算 

・二次元の分割法により検討すること。 

 

②設計土質定数 

・安定計算に用いる粘着力（c）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、

現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うことにより

求めること。 
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③間げき水圧 

・盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けることにより、盛土内に間げき水圧が

発生しないようにすることが原則である。しかし、計画地内における地下水位又は間げき水

圧の推定は未知な点が多いことから、地下水及び降雨時の浸透水の集中により間げき水圧が

上昇することが懸念される盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算により盛土のり面の安

定性を検討することが望ましい。 

・安定計算にあたっては、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧（u）とし、

必要に応じて、雨水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施工に伴っ

て発生する過剰間げき水圧を考慮する。また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏ま

え、適切に推定することが望ましい。 

 

④最小安全率 

・盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工直後において、Fs≧1.5であること。

また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧1.0とすること。 

・大地震時の安定計算に必要な水平震度は、0.25 に建築基準法施行令第 88 条第１項に規定す

るＺの数値（茨城県のＺ＝1.0）を乗じて得た数値とすること。 

 

［腹付け型大規模盛土造成地］ 

・「第１章２.３ 盛土のり面の形状」に準じて、二次元の分割法のうち簡便法により検討するこ

と。 

 

［盛土の安定計算（まとめ）］ 

・表 １.２に示す盛土については、地盤状況等を把握した上で安定計算による盛土の安定性を

確認すること。 

表 １.２ 安定計算の種別 

盛土の種別 
計算の種別 

のり面の安定計算 盛土全体の安定計算 

標準形状に適合していない盛土（※１） ○ －  ※２ 

渓流等における盛土（※３） ○ －  ※２ 

谷埋め型大規模盛土造成地 － ○ 

腹付け型大規模盛土造成地 － ○ 

※１ 標準形状については、「２.３ 盛土のり面の形状」を参照 

※２ 大規模盛土造成地に該当する盛土は盛土全体の安定計算も必要 

※３ 渓流等における盛土については、「３．渓流等における盛土」を参照 
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２.５ 軟弱地盤の判定 

Ⅹ·３ 軟弱地盤対策の検討手順 

軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業等を行う場合、あるいは開発事業等に伴う事前の調査ボーリン

グの結果から地層に粘土等の存在が明らかになった場合には、標準貫入試験、スクリューウエイト貫入試験、

コーン貫入試験等の調査を行って、軟弱地盤であるかどうかを判定する。（略） 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、軟弱地盤は、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛

土端部がすべり、地盤が側方に移動する等の変形が著しく、開発事業等において十分注意する必

要がある地盤であるため、軟弱地盤の判定の基準を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・軟弱地盤の分布が予想される箇所で工事を行う場合は、判定に必要な調査を実施し、軟弱地

盤か否かを判定すること。 

 

［判定に必要な調査］ 

・軟弱地盤の判定は、標準貫入試験、スクリューウエイト貫入試験、コーン貫入試験等の結果

に基づき行うこと。 

・これらの試験等による判定が困難な場合には、必要に応じて土質試験を行い判定すること。 

 

［軟弱地盤の判定の目安］ 

・軟弱地盤の判定の目安は、地表面下 10ｍまでの地盤に表 １.３のような土層の存在が認めら

れる場合とする。なお、軟弱地盤の判定にあたって土質試験結果が得られている場合には、

そのデータも参考にする。 

 

表 １.３ 判定の目安となる土層 

①有機質土・高有機質土 

②粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下、スクリューウエイト貫入試験において

100kg 以下の荷重で自沈するもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコーン

指数（qc）が４kgf/㎠以下のもの 

③砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が 10以下、スクリューウエイト貫入試験において

半回転数（Nsw）が 50 以下のもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコーン

指数（qc）が 40kgf/㎠以下のもの 
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２.６ 軟弱地盤対策 

Ⅹ·３ 軟弱地盤対策の検討手順 

（略）その結果、軟弱地盤と判定された場合には、さらに沈下量、沈下時間、安定性等について検討を行い、

適切な対策を講ずるものとする。 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、軟弱地盤対策工の選定の基本的な考え方、目的及び種類、選定手

順等について示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・対策工の選定にあたっては、軟弱地盤の性状、土地利用計画、工期・工程、施工環境、経済

性、施工実績等の諸条件を総合的に検討すること。 

・軟弱地盤上の盛土の施工に伴う周辺環境への影響については、事前に十分な調査・検討を行

い、いかなる場合においても周辺施設に重大な影響を及ぼすことのないよう万全の対策をと

ること。 

 

表 １.４ 軟弱地盤対策の概要 

工法 概要 

表層処理工法 

軟弱地盤上の地表水の排除、盛土内の水位低下、施工機械のトラフィカビリテ

ィの確保、軟弱地盤上の盛土又は構造物の支持力確保等を目的として用いる。

（表層排水工法、サンドマット工法、敷設材工法、表層混合処理工法） 

置換工法 

盛土端部の安定を短期的に確保する場合、盛土層が薄く建物荷重や交通荷重に

よる沈下が大きな問題となる場合等において、軟弱土を良質材に置き換える工

法である。 

押え盛土工法 
盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の軽減を目的とする工法であり、用地

の余裕がある場合及び施行時の変状に対する応急対策として用いる。 

緩速載荷工法 

盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の抑制を目的として、地盤の変形等を

計測しながら盛土を施工する工法である。（漸増載荷盛土工法、段階載荷盛土

工法） 

載荷重工法 
圧密沈下を促進して残留沈下を軽減する目的で用いる工法である。（プレロー

ディング工法、サーチャージ工法） 

バーチカルド

レーン工法 

圧密沈下の促進及び地盤の強度増加を目的として用いる工法である。（サンド

ドレーン工法、袋詰めサンドドレーン工法、ペーパードレーン工法） 

締固め工法 
盛土端部の安定を図ることを目的とする工法であり、主にサンドコンパクショ

ンパイル工法が用いられている。 

固結工法 
盛土端部若しくは盛土全体の安定確保又は構造物基礎地盤の改良を目的とし

て用いる工法である。（深層混合処理工法、石灰パイル工法、薬液注入工法） 
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３．渓流等における盛土 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 １ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛

土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 略 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特に

大きいものとして主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合において

は、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行う

ことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。 

 

（宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地） 

省令第十二条 令第七条第二項第二号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主務

省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 

一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地 

二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地 

三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあって、雨水その他の地表水が集中

し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地 

 

＜解説＞ 

法令では、山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生

ずるおそれが特に大きいものとして省令第12条で定める土地（渓流等や現地にて湧水や地下水の

影響が懸念される場所）において盛土高さ15ｍ超となる場合において、安定計算を行うことによ

りその安定が保持されることを求めている。 

渓流等における盛土は、通常の盛土に比べて地表水や地下水の集中により盛土内にまで地下水

が上昇しやすく、また、周辺斜面からの湧水や河川の影響によりのり面侵食や表層崩壊が発生し

やすい特性を有している。また、崩壊発生時には渓流を流下し大規模な災害となりうることから、

渓流等における盛土は極力避ける必要があり、施工する場合は慎重な計画が求められる。 

 

［渓流等の範囲］ 

・渓流等とは、常時流水の有無にかかわらず地表水や地下水が集中しやすく、施工した盛土が

万一崩壊した場合に土石流化するおそれがある地形であり、その範囲は、渓床勾配10°以上

の勾配を呈し、０次谷を含む一連の谷地形であり、その底部の中心線からの距離が25ｍ以内

の範囲とする。具体的な箇所は、別途、県ホームページに示す位置図を参考とすること。 

 

図 １.４ 渓流等の範囲  
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＜運用上の留意点＞ 

・渓流等や現地にて湧水や地下水の影響が懸念される場所において、盛土高さ 15ｍ超となる場

合、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保

持されるものであることを確かめること。 

・渓流等における盛土の高さは、原則15ｍ以下とし、盛土をした後の土地の地盤について、土

質試験その他の調査又は試験に基づき、盛土の高さに応じて次の①又は②に示す検討を実施

し、盛土の安定性を確認すること。 

・渓流等を埋め立てる場合には、本川、支川を問わず、在来の渓床に必ず暗渠排水工を設ける

こと。 

 

①盛土高さ15ｍ以下 

・「第１章２.３ 盛土のり面の形状」に準じて安定性を検討すること。また、大規模盛土造成地

に該当する場合は、「第１章２.４ 盛土全体の安定性」に準じて安定性を検討すること。 

 

②盛土高さ15ｍ超 

・より詳細な地質調査、盛土材料調査、土質試験等を行った上で二次元の安定計算を実施し、

基礎地盤を含む盛土の安定性を確保すること。 

・表 １.５により、間げき水圧を考慮した安定計算を実施すること。 

・地震時における盛土内の間げき水圧の上昇や繰り返し載荷による盛土強度低下の有無を判定

するために必要な土質試験を表 １.６により実施すること。 

・土質試験の結果により、盛土の強度低下が生じると判定された場合、強度低下が生じない盛

土となるよう設計条件（盛土形状・盛土材料等）の変更を行うこと。なお、設計条件の変更

が行えないやむを得ない事情がある場合に限り、表 １.７により盛土材料に応じて、液状化

等による盛土の強度低下を考慮した安定計算を実施すること。 

・盛土量が５万㎥以下となる場合は、盛土基礎地盤及び周辺斜面を対象とした一般的な調査（地

質調査、盛土材料調査、土質試験等）に加え、盛土の上下流域を含めた地表水や湧水等の水

分調査や、崩壊跡地や土石流跡地、地すべり地等の盛土の安定性に影響する事象の有無を把

握することが望ましい。 

・盛土量が５万㎥超となる場合は、二次元の安定計算に加え、三次元解析（変形解析や浸透流

解析等）により、二次元の安定計算モデルや計算結果（すべり面の発生位置等）の妥当性に

ついて検証することが望ましいが、二次元解析（変形解析や浸透流解析等）での評価が適当

な場合には、二次元解析を適用する。なお、三次元解析を行う場合は、より広範囲で数多く

の調査・試験等を行い、周辺も含めた計画地の三次元的な地質構造及び地下水特性の把握す

ることが望ましい。 
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表 １.５ 間げき水圧を考慮する盛土及び間げき水圧の考え方 

盛土 間げき水圧 設定水位 設定水位等に関する補足 

常時流水等が認め

られる傾斜地盤上

の盛土 

Ｕｓ 盛土内の静水圧 
盛土高の３分の１

を基本 

現場条件等※により、設定水位を盛土高

の２分の１にすることも考えられる。 

渓流等における高

さ15m超の盛土 

Ｕｓ 盛土内の静水圧 
盛土高の３分の１

を基本 

現場条件等※により、設定水位を盛土高

の２分の１にすることも考えられる。 

盛土が５万立方メートルを超えるよう

な場合は、三次元浸透流解析等もあわ

せて設定水位を検討する。 

Ｕｅ 

地震時に盛土内に

発生する過剰間げ

き水圧 

液状化に対する安

全率等により過剰

間げき水圧を設定 

盛土条件の変更が行えない等、やむを

得ない場合に限り、過剰間げき水圧を

考慮した安定計算を行う。 

基礎地盤の液状化

が懸念される平地

部等の盛土 

Ｕｓ 
基礎地盤内の静水

圧 

既存の地盤調査結

果等により水位を

設定 

盛土内の間げき水圧については、平地

部の盛土等、地下水位の上昇が考えら

れない場合は見込まない。 

ＵＬ 

液状化（基礎地盤）

により発生する過

剰間げき水圧 

液状化に対する安

全率等により過剰

間げき水圧を設定 

基礎地盤が緩い飽和砂質土等の場合に

液状化判定を行う。 

※現場条件等は、多量の湧水等があり集水性が高い地形である場合等を示す。 

 

表 １.６ 地震時の液状化等による盛土の強度低下の判定にかかわる土質試験 

試験 盛土材料 試験方法・特徴等 試験結果の適用 

試験① 粗粒土 ・繰り返し非排水三軸試験 

・地盤工学会で規格化されている一般的

な試験方法。 

・盛土材料の液状化強度比を求める。 

・液状化強度比と地震時せん断応力比よ

り、液状化判定（安全率の算出）を行う。 

・安全率より、地震時に発生する過剰間げ

き水圧を推定する。 

試験② 細粒土 

（粗粒土） 

・繰り返し載荷後の単調載荷試験（※繰り

返し非排水三軸試験後に圧密非排水三

軸試験を実施する試験） 

・土地改良事業整備指針「ため池整備」に

示されている試験方法。規格化されては

いない特殊な試験である。 

・繰り返し載荷の影響を受けた盛土材料

の強度定数を求める。 

・繰り返し載荷の影響を受けた強度定数

と、圧密非排水三軸試験を比較する。 

・強度低下する場合は、繰り返し載荷過程

で生じたひずみと、低下した強度定数の

関係を整理。 

・地震応答解析等により、発生ひずみを算

定し、ひずみレベル等に応じた強度定数

を設定。 

 

表 １.７ 地震時における盛土の強度低下を考慮した安定計算に用いる盛土の強度定数等 

安定計算 盛土材料 
全応力法 

強度定数 間げき水圧 水平震度 

安定計算① 粗粒土 ＣＣＵ、φＣＵ Ｕｓ、Ｕｅ 

次の両ケースで計算する。 

・考慮しない 

（Ｕｅを考慮する場合） 

・考慮する（標準Ｋｈ=0.25、Ｕｅは考慮しない） 

安定計算② 細粒土 Ｃｒ、φｒ Ｕｓ ・考慮する（標準Ｋｈ=0.25） 

 

ＣＣＵ、φＣＵ ：圧密非排水試験（CU）より求められる強度定数 

Ｃｒ、φｒ ：繰り返し載荷（繰り返し非排水三輪試験）後の単調載荷試験（圧密非排水

試験）より求められる、低下後の強度定数 

Ｕｓ ：常時の地下水の静水圧時における間げき水圧（kN/m2） 

Ｕｅ ：地震時に発生する過剰間げき水圧（kN/m2） 

Ｋｈ ：地震時の水平震度 
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４．切土 

４.１ 切土の安定 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 １ 略 

２ 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛

土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一・二 略 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り抑止

ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。 

 

＜解説＞ 

法令では、切土のり面の安定性の検討に際して安定計算に必要な数値を土質試験等により的確

に求めることが困難な場合が多いため、すべりやすい土質の層があるときは、切土のり面の安定

性を総合的に判断した上で、対策工をとることを求めている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、擁壁や崖面崩壊防止施設の設置、

のり面保護工、地すべり抑止ぐい等の設置、土の置換えなどの措置を講ずること。 

 

［切土のり面の安定性の検討の考え方］ 

・次の事項を総合的に検討した上で、のり面の安定性を確保するよう配慮すること。 

 

①のり高が特に大きい場合 

・地山は一般に複雑な地層構成をなしていることが多いので、のり高が大きくなるに伴って不

安定要因が増す。したがって、のり高が15ｍ以上の場合には、地山の状況に応じて次の②～

⑦の各事項について検討を加え、できれば余裕のあるのり面勾配にする等、のり面の安定化

を図るよう配慮する必要がある。 

 

②のり面が割れ目の多い岩又は流れ盤である場合 

・地山には、地質構造上、割れ目が発達していることが多く、切土した際にこれらの割れ目に

沿って崩壊が発生しやすい特性がある。したがって、割れ目の発達程度、岩の破砕の度合、

地層の傾斜等について調査・検討を行い、周辺の既設のり面の施工実績等も勘案の上、のり

面の勾配を決定する必要がある。特に、のり面が流れ盤の場合には、すべりに対して十分留

意し、のり面の勾配を決定することが大切である。 

 

③のり面が風化の速い岩である場合 

・のり面が風化の速い岩である場合は、掘削時には硬く安定したのり面であっても、切土後の

時間の経過とともに表層から風化が進み、崩壊が発生しやすくなるおそれがある。したがっ

て、このような場合には、のり面保護工により風化を抑制する等の配慮が必要である。 
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④のり面が侵食に弱い土質である場合 

・砂質土からなるのり面は、表面流水による侵食に特に弱く、落石、崩壊及び土砂の流出が生

じる場合が多いので、地山の固結度及び粒度に応じた適切なのり面勾配とするとともに、の

り面全体の排水等に十分配慮する必要がある。 

 

⑤のり面が崩積土等である場合 

・崖すい等の固結度の低い崩積土からなる地山において、自然状態よりも急な勾配で切土をし

た場合には、のり面が不安定となって崩壊が発生するおそれがあるので、安定性の検討を十

分に行い、適切なのり面勾配を設定する必要がある。 

 

⑥のり面に湧水等が多い場合 

・湧水の多い箇所又は地下水位の高い箇所を切土する場合には、のり面が不安定になりやすい

ので、のり面勾配を緩くしたり、湧水の軽減及び地下水位の低下のためののり面排水工を検

討する必要がある。 

 

⑦のり面又は崖の上端に続く地盤面に雨水が浸透しやすい場合 

・切土によるのり面又は崖の上端に続く地盤面に砂層、礫層等の透水性が高い地層又は破砕帯

が露出するような場合には、切土後に雨水が浸透しやすくなり、崩壊の危険性が高くなるの

で、のり面を不透水性材料で覆う等の浸透防止対策を検討する必要がある。 

 

［切土地盤に講じる措置］ 

・切土のり面の安定性を確保する必要がある場合、表 １.８に示す措置を講じること。 

 

表 １.８ 切土地盤に講じる措置 

・すべりやすい層に地すべり抑止ぐい等を設置するなどすべり面の抵抗力を増大させる措置 

・粘土質等のすべりの原因となる層を砂等の良質土と置き換える措置 

・地盤面からの雨水その他の地表水の浸透を防ぐため地盤面を不透水性の材料で覆う措置 

 

 

  



第１章 地盤に関する技術的基準 

４．切土 

15 

４.２ 切土のり面 

Ⅵ·１ 切土のり面の勾配 

切土のり面の勾配は、のり高、のり面の土質等に応じて適切に設定するものとし、その崖面は、原則として

擁壁（これにより難い場合は「Ⅸ 崖面崩壊防止施設」）で覆わなければならない。ただし、次表に示すのり面

は、擁壁等の設置を要しない。（略） 

Ⅵ·２ 切土のり面の安定性の検討 

切土のり面の安定性の検討に当たっては、安定計算に必要な数値を土質試験等により的確に求めることが困

難な場合が多いので、一般に次の事項を総合的に検討した上で、のり面の安定性を確保するよう配慮する必要

がある。（略） 

Ⅵ·３ 切土のり面の形状 

切土のり面の形状には、単一勾配ののり面及び土質により勾配を変化させたのり面があるが、その採用に当

たっては、のり面の土質状況を十分に勘案し、適切な形状とする必要がある。 

なお、のり高が大きい切土のり面では、のり高５メートル程度ごとに幅１～２メートルの小段を設けること

が一般的である。 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルの解説及び県開発許可の基準において、切土した後の地盤の崩壊を防止

するため、切土をする際ののり面の標準形状を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・切土のり面の形状が次の標準形状に適合するか、又は安定計算の結果、必要な安全率を満足

すること。 

 

［切土のり面の標準形状］ 

・切土のり面の勾配は、のり高、のり面の土質等に応じて適切に設定すること。 

・切土高が５ｍを超えるときは、高さ５ｍ以内ごとに 1.0～1.5ｍ以上の小段を設けること。小

段には排水のため 5～10％の横断勾配をつけ、更に必要な場合には、土留め又は排水路等を設

けること。 

・のり高が特に大きい場合等には、通常の小段の他に、管理段階における点検・補修に用いる

ための通常より幅の広い小段の設置について検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.５ 切土のり面の標準形状  
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表 １.９ 擁壁を設置する必要がない切土のり面の勾配 

土質 
擁壁を要しない勾配の上限 

(政令第８条第１項第１号イ(１)） 

擁壁を要する勾配の下限 

(政令第８条第１項第１号イ(２)）  

軟岩（風化の著しいものを除

く） 

  

風化の著しい岩 

  

砂利、真砂土、関東ロ－ム、

硬質粘土、その他これらに類す

るもの 

  

※擁壁を要する勾配の下限の場合、崖の上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部分は擁壁の設置は不要。  

 

 

［切土のり面の安定性の検討］ 

・標準形状以外の形状とする場合は安定計算を行うこと。 

・切土のり面の安定性の検討にあたっては、安定計算に必要な数値を土質試験等により的確に

求めることが困難な場合が多いので、一般に「第１章４.１ 切土の安定」の事項を総合的に

検討した上で、のり面の安定性を確保するよう配慮する必要がある。 
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５．施工上の留意事項 

５.１ 盛土 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる

措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」

という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、こ

れをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。 

 

＜解説＞ 

法令では、盛土をした後の地盤に地表水等の浸透による緩み、沈下、崩壊又はすべりが生じな

いようにするための措置の一つとして、敷均し・締固めについて規定している。 

また、盛土等防災マニュアルでは、その他施工上の留意点を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土をした後の地盤に地表水等の浸透による緩み、沈下、崩壊又はすべりが生じないように、

盛土材料の敷均しは、水平薄層施工で行い、概ね 30㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、そ

の層の土を盛るごとに締め固めること。 

・また、盛土の施工にあたっては、状況に応じて、その他適切な施工を行うこと。 

 

［原地盤の処理］ 

・軟弱地盤、山地・森林における複雑性・脆弱性が懸念される地盤、渓流等の湧水や地下水が

懸念される地盤などの場合には、その対策工により適切に処理すること。 

・普通地盤の場合には盛土完成後の有害な沈下を防ぎ、盛土と基礎地盤のなじみをよくしたり、

初期の盛土作業を円滑にしたりするために次のような原地盤の処理を行うこと。 

ア 伐開除根を行うこと。 

イ 暗渠排水工及び基盤排水層を単独又はあわせて設置し排水を図ること。 

ウ 極端な凹凸及び段差はできるだけ平坦にかき均すこと。 

・既設の盛土に新しく腹付けして盛土を行う場合にも同様な配慮が必要であるほか、既設の盛

土の安定に関しても十分な注意を払うこと。 

 

［傾斜地盤上の盛土］ 

・盛土基礎地盤の表土は十分に除去するとともに、勾配が 15度（約 1：4.0）程度以上の傾斜地

盤上に盛土を行う場合には、盛土の滑動及び沈下が生じないように、原則として段切りを行

うこと。 

・谷地形等で地下水位が高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわらず段切

りを行うことが望ましい。 
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［盛土材料］ 

・盛土材料の搬入にあたっては、土質、含水比等の盛土材料の性質が計画と逸脱していないこ

と等、盛土材料として適切か確認すること。また、切土からの流用土又は付近の土取場から

の採取土を使用する場合には、これらの現地発生材の性質を十分把握するとともに、次のよ

うな点を踏まえて適切な対策を行い、品質の良い盛土を築造すること。 

ア 岩塊、玉石等を多量に含む材料は、盛土下部に用いる等、使用する場所に注意すること。 

イ 頁岩、泥岩等のスレーキングしやすい材料は用いないことを原則とするが、やむを得ず

使用する場合は、その影響及び対策を十分検討すること。 

ウ 吸水性、圧縮性が高い腐植土等の材料を含まないようにすること。 

エ 高含水比粘性土については、含水量調節及び安定処理により入念に施工すること。 

オ 比較的細砂で粒径のそろった砂は、地下水が存在する場合に液状化するおそれがあるの

で、十分注意すること。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の他法令の規制に照らして盛土材料としての使用が適

当ではない物質を含まないようにすること。 

 

［敷均し・締固め］ 

・盛土材料の敷均しは、水平薄層施工で行い、概ね 30㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、そ

の層の土を盛るごとに締め固めること。 

・盛土の締固めの施工状況が段階ごと（30㎝程度のまき出し厚ごと及び転圧後の仕上がり厚ご

と）に確認できるように、写真管理を徹底しておくこと。 

・盛土の締固めは、盛土材料の最適含水比付近で施工することが望ましく、実際の含水比がこ

れと著しく異なる場合には、バッ気又は散水を行って、その含水量を調節すること。また、

盛土材料の品質によっては、盛土の締固めに先立ち、化学的な安定処理等を行うこと。 

・敷き均された土は、締固め用機械で十分に締め固めること。また、締固め用機械は、工種、土

質、工事規模等と締固め用機械の特性を考慮して選定すること。 

 

［防災小堤］ 

・盛土施工中の造成面ののり肩には、造成面からのり面への地表水の流下を防止するため、必

要に応じて、防災小堤を設置すること。 
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５.２ 切土 

Ⅵ·４ 切土の施工上の留意事項 

切土の施工に当たっては、事前の調査のみでは地山の状況を十分に把握できないことが多いので、施工中に

おける土質及び地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じてのり面勾配を変更する等、適切な対応

を図るものとする。 

 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、切土をする場合、事前の調査のみでは地山の状況を十分に把握で

きないことが多いため、切土の施工中において特に留意する点を示している。 

 

 

＜運用上の留意点＞ 

・切土の施工中における土質及び地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じてのり

面勾配を変更するなど、適切な対応を図ること。 

・次のような場合には、施工中にすべり等が生じないよう留意すること。 

ア 岩盤の上を風化土が覆っている場合 

イ 小断層、急速に風化の進む岩及び浮石がある場合 

ウ 土質が層状に変化している場合 

エ 湧水が多い場合 

オ 表面はく離が生じやすい土質の場合 

カ 積雪・寒冷地域の場合 
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第２章 擁壁に関する技術的基準 

１．擁壁の設置義務 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

政令第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する

ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に生ず

る崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該

当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その端から下方

に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設

置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二 略 

２ 前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ（２）

の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続してい

るものとみなす。 

 

別表第一 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義等） 

令第一条 １～３ 略 

４ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。）と

を含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 

 

＜解説＞ 

法令では、盛土又は切土により崖面が生じた場合に、擁壁を設置しなければならない基準を規

定している。 

本基準においては、この法令に基づき盛土又は切土により生じた、次の崖に設置しなければな

らない擁壁を「義務設置擁壁」と定義する。 

・盛土をした土地の部分に生ずる高さが１ｍを超える崖 

・切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超える崖 

・盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超える崖 

 

  

土質 
擁壁を要しない 
勾配の上限 

擁壁を要する 
勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度 80度 

風化の著しい岩 40度 50度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質
粘土その他これらに類するもの 

35度 45度 
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＜運用上の留意点＞ 

・盛土又は切土により生じた崖は、その崖面の崩壊を防ぐため、原則として擁壁で覆うこと。

ただし、表 ２.１に該当する場合は、擁壁を設置する必要はない。 

・擁壁の高さとは、政令第１条第１項第４号の規定により、地上高（見え高(上端と下端との垂

直距離)）とする。 

表 ２.１ 擁壁を設置する必要がない崖面 

・政令第３条第４号又は同条第５号に該当する土地の形質変更により生じた崖面 

・切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、土質に応じ崖の勾配が表 ２.

２に示すいずれかに該当する崖面の場合は、擁壁の設置は不要となる（崖面の勾配が変化

する場合の考え方を図 ２.１に示す。）。 

・安定計算により擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

・崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

 

表 ２.２ 擁壁を設置する必要がない切土のり面の勾配 

土質 
擁壁を要しない勾配の上限 

(政令第８条第１項第１号イ(１)）  

擁壁を要する勾配の下限 

(政令第８条第１項第１号イ(２)）  

軟岩（風化の著しいものを除

く） 

  

風化の著しい岩 

  

砂利、真砂土、関東ロ－ム、

硬質粘土、その他これらに類す

るもの 

  

※擁壁を要する勾配の下限の場合、崖の上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部分は擁壁の設置は不要。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１ 上下に分離された崖の部分がある場合の考え方 
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２．擁壁の構造 

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

政令第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関する

ものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に生ず

る崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。 

イ～ハ 略 

二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のもの

とすること。 
 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 

政令第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない

擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これら

の規定は、適用しない。 
 

＜解説＞ 

法令では、土地の形質変更に関する工事において、擁壁として使用できる構造形式を規定して

いる。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・土地の形質変更に関する工事において、使用する擁壁は、図 ２.２に示す構造形式から選定

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※建築用コンクリートブロック、コンクリート柵工等は使用してはならない 

図 ２.２ 擁壁の構造形式 

 

・規制区域内においては国土交通大臣認定以外の補強土工法による特殊な擁壁は認められてい

ない。また、個人の責任において維持管理を行わなければならない分譲宅地等の擁壁として

これら特殊な擁壁を恒久的に用いようとする場合、個人が良好に維持管理するには、技術

的・経済的側面から相当の困難が予想されること、土地利用形態の変更や建築物の建て替え

等により、擁壁に対して当初予期していなかった悪影響が生じる可能性があることから、擁

壁として使用できる構造形式から除外している。 

擁壁 鉄筋コンクリート造擁壁 半重力式 

もたれ式 

片持ばり式 

控え壁式 

無筋コンクリート造擁壁 重力式 

もたれ式 

練積み造擁壁 

認定擁壁 

コンクリートブロック造 

間知石練積み造 
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３．擁壁の基礎地盤 

３.１ 地耐力（地盤の許容応力度） 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

政令第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ

って次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一～三 略 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一～三 略 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。た

だし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力

を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令

（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条

中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

 

（練積み造の擁壁の構造） 

政令第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ

らなければならない。 

一～三 略 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土

質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が

三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁

の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル）以上と

し、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対し

て安全である基礎を設けること。 

 

（地盤及び基礎ぐい） 

建築基準法施行令第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法に

よつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容

応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地盤
短期に生ずる力に対する許容応力度

（単位　一平方メートルにつきキロニュートン）
岩盤 一、〇〇〇
固結した砂 五〇〇
土丹盤 三〇〇
密実な礫層 三〇〇
密実な砂質地盤 二〇〇
砂質地盤（地震時に液状化のお
それのないものに限る。）

五〇

堅い粘土質地盤 一〇〇
粘土質地盤 二〇
堅いローム層 一〇〇
ローム層 五〇

長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数
値の二倍とする。

長期に生ずる力に対する許容応力度
（単位　一平方メートルにつきキロニュートン）
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【国交省告示第1113号】 

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許

容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件（平成13年7月2日） 

第一 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 ボーリング調査  二 標準貫入試験  三 静的貫入試験  四 ベーン試験  五 土質試験 

六 物理探査  七 平板載荷試験  八 載荷試験  九 くい打ち試験  十 引抜き試験 

第二 地盤の許容応力度を定める方法は、次の表の(一)項、(二)項又は(三)項に掲げる式によるものとする。

ただし、地震時に液状化するおそれのある地盤の場合又は(三)項に掲げる式を用いる場合において、基礎の

底部から下方２ｍ以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が1キロニュートン以下で

自沈する層が存在する場合若しくは基礎の底部から下方２ｍを超え５ｍ以内の距離にある地盤にスウェーデ

ン式サウンディングの荷重が500ニュートン以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重に

よる沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じない

ことを確かめなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この表において、qa、ic、iγ、iq、α、β、C、B、Nc、Nr、γ1、γ2、Df、qt、N′及びNswは、それぞれ次の数

値を表すものとする。 

  qa： 地盤の許容応力度（単位 キロニュートン/㎡） 

  ic、iγ 及び iq：基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角に応じて次の式によって計算した数値。 

     イic = iq = �1 − 𝜃𝜃
90
�
2
        ロiγ = �1 − 𝜃𝜃

𝜙𝜙
�
2
 

 

 これらの式において、θ及びφは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

  𝜃𝜃： 基礎に作用する荷重の鉛直方向に対する傾斜角（𝜃𝜃が𝜙𝜙を超える場合は𝜙𝜙とする。）（単位°） 

  𝜙𝜙： 地盤の特性によって求めた内部摩擦角（単位°） 

  𝛼𝛼 及び 𝛽𝛽： 基礎荷重面の形状に応じて次の表に掲げる係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C： 基礎荷重面下にある地盤の粘着力（単位 キロニュートン/㎡） 

  Β： 基礎荷重面の短辺又は短径（単位 ｍ） 

  Nc、Nr及びNq：地盤内部の摩擦角に応じて次の表に掲げる支持力係数 
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  γ1 ：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 キロニュートン/㎥） 

  γ2 ：基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量又は水中単位体積重量（単位 キロニュートン

/㎥） 

  Df ：基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（単位 ｍ） 

  qt ：平板載荷試験による降伏荷重度の２分の１の数値又は極限応力度の３分の１の数値のうちいずれか

小さい値（単位 キロニュートン/㎡） 

  N′ ：基礎荷重面下の地盤の種類に応じて次の表に掲げる係数 

 

 

 

 

 

 Nsw：基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける１ｍあたりの

半回転数（150を超える場合は150とする。）の平均値（単位 回） 

 

 

＜解説＞ 

法令では、土圧等によって擁壁が沈下しないこととされており、基礎地盤が沈下に対して安全

であることを確認するため、地盤の許容応力度の求め方を規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁基礎地盤の許容応力度が設計上の応力度を上回ること。 

・原則として、「国交省告示第 1113 号」の第一に規定のある、地盤の許容応力度及び基礎ぐい

の許容支持力を求めるための地盤調査の方法（以下、「現地試験等」という。）により、許容

応力度を確認すること。 

・許可申請時に限り、建築基準法施行令第 93条の表に示す数値を使用することができるものと

し、着工後に現地試験等により基礎地盤の許容応力度を確認し、設計上の応力度を上回るこ

とを確認すること。その結果、必要な許容応力度が得られない場合には、適切に設計変更を

行うこと。 

・地盤の許容応力度については、「国交省告示第 1113 号」の第二に地盤の許容応力度を定める

方法を定める方法として規定のある、（一）支持力式による方法、（二）平板載荷試験による

方法、（三）スウェーデン式サウンディングによる方法により、許容応力度を求めること。 
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３.２ 地盤の状況 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、擁壁を設置する基礎地盤は、地形や地質によっては脆弱な地盤等、

様々なタイプが想定されることから、その状況に応じ、沈下に対する安全を確保することを求め

ている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁の基礎地盤の状況に応じて、沈下に対する安全を確保するための措置を講じること。 

 

［斜面に沿って設置する擁壁］ 

・斜面に沿って擁壁を設置する場合は、擁壁基礎部分は段切りにより水平に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.３ 斜面に沿って設置する擁壁 

 

［斜面上に設置する擁壁］ 

・斜面上に擁壁を設置する場合には、擁壁基礎前端より擁壁の高さの0.4Ｈ以上で、かつ1.5ｍ

以上だけ土質に応じた勾配線（θ=表 ２.３）より後退し、その部分は、コンクリート打ち等

により風化侵食のおそれのないようにすること。 

 

表 ２.３ 土質別角度(θ) 

背面土質 軟岩 風化の著しい岩 

砂利、真砂土、 

関東ローム、硬質粘土、 

その他これらに類するもの 

盛土又は腐植土 

角度（𝜃𝜃） 60° 40° 35° 25° 
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図 ２.４ 斜面の擁壁の構造 

 

［二段擁壁］ 

・図 ２.５に示す擁壁で表 ２.３のθ角度以内に入っていないものは、二段の擁壁（以下、「二

段擁壁」という。）とみなす。 

・二段擁壁となる場合は、下部の擁壁に設計以上の積載荷重がかからないよう、上部擁壁の根

入れ深さを深くする、又は杭基礎とするなどして、下部擁壁の安全を保つことができるよう

措置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.５ 上部・下部擁壁を近接して設置する場合の考え方 
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４．擁壁の根入れ 

（練積み造の擁壁の構造） 

政令第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ

らなければならない。 

一～三 略 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土

質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が

三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁

の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル）以上と

し、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対し

て安全である基礎を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜解説＞ 

法令では、転倒や滑動に対する擁壁の安定を確保するため、基礎部分の根入れについての基準

を規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁の構造形式及び土質に応じた根入れ深さを確保すること。 

 

別表第四（第十条、第三十条関係）

勾配 高さ 下端部分の厚さ
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上
三メートル以下 四十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上
二メートル以下 五十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上
二メートル以下 四十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上
二メートル以下 八十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上
二メートル以下 七十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上
二メートル以下 七十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上

第二種
真砂土、関東ローム、
硬質粘土その他これら
に類するもの

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下

第三種 その他の土質

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下

土質
擁壁

第一種
岩、岩屑、砂利又は
砂利混じり砂

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下
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［根入れ深さの定義］ 

・根入れ深さは図 ２.６に示すとおり、鉄筋コンクリート造擁壁は地盤面から基礎の下端まで

の垂直距離、練積み造擁壁は地盤面から基礎の上端までの垂直距離とする。 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋コンクリート造擁壁         練積み造擁壁 

図 ２.６ 根入れ深さ 

 

［根入れの深さ］ 

 ①練積み造擁壁 

・練積み造擁壁の根入れは、表 ２.４に示すとおり、岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂若しく

は真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するものの場合は、35㎝以上かつ擁壁の

高さの15％以上を確保すること。 

・これ以外の土質の場合は45㎝以上かつ擁壁の高さの20％以上を確保すること。 

 

表 ２.４ 練積み造擁壁の根入れ深さ 

土質 根入れの深さ（ｍ） 

第
一
種 

岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂 

擁壁高さ：Ｈ 

35㎝以上かつ擁壁高さの15/100以上 
第
二
種 

真砂土、関東ローム、 

硬質粘土その他これらに類するもの 

第
三
種 

その他の土質 45㎝以上かつ擁壁高さの20/100以上 

 

②その他の擁壁の根入れ深さ 

・その他の構造形式による擁壁は、当該擁壁の設計指針等に基づき設定するとともに、擁壁底

板が地表に露出しないよう、また排水施設等の構造物より十分な余裕をみて設定すること。 
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③水路等に近接して擁壁を設置する場合 

・水路、河川に近接して擁壁を設ける場合は、根入れ深さは河床からとるものとする。ただし、

将来計画がある場合は、その河床高さ（計画河床高）からとるものとする。（図 ２.７） 

・擁壁前面にＵ字溝を設ける場合は、地盤面からの高さとする。（図 ２.８） 

・街渠でｌ＝1.5ｍ以内かつコーピング高25㎝以上のものは、25㎝下を地上として根入れを確保

する。（図 ２.９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.７ 水路等に近接する場合の根入れ 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.８ Ｕ字溝に接する場合の根入れ 

 

 

 

 

 

 

図 ２.９ Ｌ字型側溝を設ける場合の根入れ 
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５．擁壁の設計 

５.１ 共通事項 

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

政令第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の

三から第三十九条まで、第五十二条（第三項を除く。）、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規

定を準用する。 

 

＜解説＞ 

政令第８条第１項第１号の規定により設置される擁壁の構造や性能は、建築基準法施行令に定

める技術的な細目を準用することを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・義務設置擁壁は、政令第11条に規定のある建築基準法施行令の各条（表 ２.５）を準用する

こと。 

 

表 ２.５ 準用する建築基準法施行令の規定 

建築基準法施行令 規定の概要 

第三十六条の三 構造設計の原則 

第三十六条の四 別の建築物とみなすことができる部分 

第三十七条 構造部材の耐久 

第三十八条 基礎 

第三十九条 屋根ふき材等 

第五十二条（第三項を除く） 組積造の施工 

第七十二条 コンクリートの材料 

第七十三条 鉄筋の継手及び定着 

第七十四条 コンクリートの強度 

第七十五条 コンクリートの養生 

第七十九条 鉄筋のかぶり厚さ 
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５.２ 鉄筋コンクリート造等擁壁 

(1) 要求性能 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

政令第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ

って次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によって擁壁が破

壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を

超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめるこ

と。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の

三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。た

だし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力

を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質

に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令

（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条

中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。

ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

 

＜解説＞ 

法令では、鉄筋コンクリート造等擁壁が備えるべき性能について規定している。 

なお、開発事業等において設置される擁壁は、平常時における安全性を確保するために必要な

性能を確保することはもちろん、地震時においても各擁壁に求められる安全性を確保するために

必要な性能を備えておく必要があることから、地震力を加味した安定計算及び部材の応力度の検

討を行うこと。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の設計にあたっては、土質条件、荷重条件

等の設計条件を的確に設定した上で、擁壁の要求性能を満足するように、破壊、転倒、滑動

及び沈下に対する安全性を検討すること。 

・高さが２ｍを超える擁壁については、中・大地震時における擁壁の要求性能を満足するよう

に、破壊、転倒、滑動及び沈下に対する安全性を検討すること。  
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［安定性］ 

常時 

・擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの1.5 倍以上であること。 

・擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の1.5 倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の長期許容応力度以下であること。 

大地震時 

・擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの1.0 倍以上であること。 

・擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の1.0 倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の極限支持力度以下であること。 

 

［部材の応力度］ 

常時 
・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収ま

っていること。 

中地震時 
・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力度以内に収ま

っていること。 

大地震時 
・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、終局耐力（設計基準強度及び基準

強度）以内に収まっていること。 

 

表 ２.６ 安全率（Fs) 等のまとめ 

区分 常時 中地震時 大地震時 

転倒 1.5 － 1.0 

滑動 1.5 － 1.0 

支持力 3.0 － 1.0 

部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 

終局耐力 

（設計基準強度及び 

基準強度） 
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(2) 設計定数 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

政令第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ

って次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一～四 略 

２ 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質

に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

二 略 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。

ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜解説＞ 

法令では、鉄筋コンクリート造等擁壁の設計にあたり、構造計算に用いる設計定数の設計方法

を規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・鉄筋コンクリート造等擁壁の構造計算に用いる設計定数が適切に設定されていること。 

 

［土質条件］ 

・土質定数は、原則として土質調査・原位置試験に基づき求めたものを使用すること。 

・擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数は、原則として土質試験結果に基づき、次式により求める。 

μ=tanφ（φ：基礎地盤の内部摩擦角） 

ただし、基礎地盤が土の場合は、0.6を超えないものとする。 

・土質試験を行わない場合は、政令の別表第二及び第三の値を用いることができる。 

  

土質 単位体積重量（一立方メートルにつき） 土圧係数
砂利又は砂 一・八トン 〇・三五
砂質土 一・七トン 〇・四〇
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 一・六トン 〇・五〇

別表第二

土質 摩擦係数
岩、岩屑、砂利又は砂 〇・五
砂質土 〇・四
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土
（擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまで
の深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。）

〇・三

別表第三（第九条、第三十条、第三十五条関係）
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［積載荷重］ 

・擁壁の設置箇所の実情に応じて、建築物、工作物、積雪等による積載荷重を考慮すること。

なお、別表第二の土圧係数には、５kN/㎡程度の積載荷重が含まれることに留意すること。 

 

［自重］ 

・鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実情に応じた値又は24.5kN/㎥として計算すること。 

・片持ばり式擁壁の自重については、躯体重量のほか、かかと版上の載荷土を躯体の一部とみ

なし土の重量を含めること。 

 

［地震時の荷重］ 

・設計時に用いる地震時荷重は、地震時土圧による荷重又は擁壁の自重に起因する地震時慣性

力に常時の土圧を加えた荷重のうち、いずれか大きい方とすること。 

・設計に用いる設計水平震度Ｋｈは、大地震時0.25以上とすること。 
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(3) 土圧の算定 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、鉄筋コンクリート造等擁壁の設計にあたり、構造計算に用いる土

圧の算出方法を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁に作用する土圧は、裏込め地盤の土質や擁壁の形状等に応じて算出すること。 

 

［土圧の作用面と壁面摩擦角］ 

・土圧の作用面は、原則として躯体コンクリート背面とし、片持ばり式の場合には、安定性の

検討を行う場合のみ仮想背面に作用するものとする。 

・土圧の作用位置は、土圧分布下端より分布高さＨの１/３ とする。 

・壁面摩擦角δは、表 ２.７に示すところにより決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１０ 重力式擁壁等の土圧作用面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１１ 片持ばり式の土圧作用面 
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表 ２.７ 壁面摩擦角 

擁壁の種類 検討項目 土圧作用面の状態 
壁面摩擦角 

常時δ 地震時δE 

重力式等 
安 定 性 

土とコンクリート 2𝜙𝜙/3  𝜙𝜙/2  
部材応力 

片持ばり式等 
安 定 性 土と土 𝛽𝛽′ 式による 

部材応力 土とコンクリート 2𝜙𝜙/3  𝜙𝜙/2  

𝜙𝜙：裏込め土のせん断抵抗角 

 

表 ２.８ 仮想のり面摩擦角β’の設定法 

背後ののり面勾配 𝛽𝛽′  

一様な場合 のり面勾配β 

変化する場合 
仮定したすべり線と上部平面の交点からのり肩までの距離を二分した点と仮想

背面とのり面の交点を結んだ線と水平面の勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１２ 背後ののり面形状が変化する場合のβ’の設定方法 

 

［地震時の壁面摩擦角］ 

・地震時の壁面摩擦角δＥは次の式により求める。 
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［主働土圧の算定］ 

・主働土圧の算定は、試行くさび法又はクーロンの土圧公式により行うこと。 

 

 ①試行くさび法による算出 

・以下の式により、ωを変化させて最大となるＰを求める。最大となるときのＰが主働土圧の

合力ＰＡとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１３ 試行くさび法 

 

②クーロンの土圧公式による算出 

・以下の式により、擁壁の単位幅当たりに作用する主働土圧の合力を求める。 
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［受動土圧］ 

・擁壁前面の埋戻し土は、基礎工事時の掘削等により乱されている場合が多いことや、洗堀等

の影響により長期にわたる確実性が期待できないことから、これによる受働土圧は考慮しな

い。 

 

［地震時土圧］ 

①試行くさび法による算出 

・以下の式により、地震時の主働土圧合力を求める。すべり面を求める際には、のり肩の前後

２か所において土圧合力 PＥの極値が存在することがあるので留意すること。 

 

ア 粘着力を考慮しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１４ 地震時主働土圧の考え方 

 

イ 粘着力を有する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１５ 裏込め土が粘着力を有する場合の地震時主働土圧 

 

  



第２章 擁壁に関する技術的基準 

５．擁壁の設計 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１６ 地震時慣性力の考え方 

 

②岡部・物部式による算出 

・以下の式により、擁壁の単位幅当たりに作用する地震時主働土圧合力 PEA を求める。 
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(4) 安定性 

＜解説＞ 

盛土等防災マニュアルでは、擁壁の安定性について、転倒、滑動、沈下に対する安全率の算出

方法を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁の安定性について、転倒、滑動、沈下に対する安全率を満たすこと。 

 

［転倒に対する検討］ 

・以下の式により、転倒に対する安全率の確認を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

［滑動に対する検討］ 

・以下の式により、滑動に対する安全率の確認を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［沈下に対する検討］ 

・以下の式により、沈下に対する安全率の確認を行うこと。 

・なお、ｑ１、ｑ２の算出については、合力の作用点により適用する算定式が異なるため、あら

かじめ作用点の確認を行った上で、算出すること。 
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①合力作用点が擁壁底版幅中央のＢ／３の範囲にある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②合力作用点が擁壁底面幅中央のＢ／３から２Ｂ／３の範囲にある場合 
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(5) 部材の応力 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

政令第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によ

って次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一～四 略 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を

超えないことを確かめること。 

二～四 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令

（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一条、第九十三条及び第九十四条

中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 

 

【建築基準法施行令】 

（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 

表一 

  

 

 

 

 

表二 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用い

た付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によ

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

  

許容応力度

圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断

この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）を
表すものとする。

長期に生ずる力に対する許容応力度
（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）

短期に生ずる力に対する許容応力度
（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）

種類
略

Ｆ／１．５（当該数値が一五五
を超える場合には、一五五）

Ｆ／１．５（当該数値が一五五
を超える場合には、一五五）

Ｆ／１．５（当該数値が一九五
を超える場合には、一九五）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が二九五を超
える場合には、二九五）

径二十八ミリメート
ル以下のもの

Ｆ／１．５（当該数値が二一五
を超える場合には、二一五）

Ｆ／１．５（当該数値が二一五
を超える場合には、二一五）

Ｆ／１．５（当該数値が一九五
を超える場合には、一九五）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が三九〇を超
える場合には、三九〇）

径二十八ミリメート
ルを超えるもの

Ｆ／１．５（当該数値が一九五
を超える場合には、一九五）

Ｆ／１．５（当該数値が一九五
を超える場合には、一九五）

Ｆ／１．５（当該数値が一九五
を超える場合には、一九五）

Ｆ Ｆ
Ｆ（当該数値が三九〇を超
える場合には、三九〇）

― Ｆ／１．５ Ｆ／１．５ ―
Ｆ（ただし、床版に用いる
場合に限る。）

Ｆ
鉄線の径が四ミリメートル以上
の溶接金網
この表において、Ｆは、表一に規定する基準強度を表すものとする。

異形鉄筋

せん断補強以外に用いる場合 せん断補強に用いる場合
せん断補強以外に

用いる場合
せん断補強に
用いる場合

丸鋼

種類 許容応力度

長期に生ずる力に対する許容応力度
（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）

短期に生ずる力に対する許容応力度
（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）

圧縮

引張り

圧縮

引張り

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着

Ｆ／３
〇・七（軽量骨材を使
用するものにあつて
は、〇・六）

この表において、Ｆは、設計基準強度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン） 短期に生ずる力に対する許容応力度（単位　一平方ミリメートルにつきニュートン）

Ｆ／３０
（Ｆが二一を超えるコンクリートについて、国
土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合
は、その定めた数値）

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍
（Ｆが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数
値を定めた場合は、その定めた数値）とする。
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【建設省告示第2464号】 

鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成12年12月26日） 

第一 鋼材等の許容応力度の基準強度 

一 鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数値とする。 

 

＜解説＞ 

法令では、擁壁材料が満たすべき許容応力度の基準を規定している。 

また、盛土等防災マニュアルでは、擁壁の竪壁、かかと版、つま先版に生じるコンクリートの

圧縮応力度及びせん断応力度、鉄筋の引張応力度について、照査の方法を示している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・擁壁の竪壁、かかと版、つま先版に生じるコンクリートの圧縮応力度及びせん断応力度、鉄

筋の引張応力度について照査を行い、要求性能を満たすこと。 

 

［部材の応力の照査］ 

・以下に示す式により、竪壁、かかと版、つま先版に生じるコンクリートの圧縮応力度及びせ

ん断応力度、鉄筋の引張応力度を算出し、照査を行うこと。 

・鉄筋とコンクリートのヤング係数比ｎは15として計算すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＡＳ ：必要鉄筋量 
ｐ ：引張鉄筋比 
ｂ ：単位幅 
ｄ ：有効高 
ｋ ：中立軸比 
ｎ ：ヤング比 
ｊ ：合力中心間距離 
σＳ ：鉄筋の引張応力度 
Ｍ ：部材断面の作用する曲げモーメント 
σＣ ：コンクリートの圧縮応力度 
γ ：コンクリートのせん断応力度 
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［竪壁の照査］ 

・片持ばり式擁壁の竪壁の照査に用いる荷重は、図 ２.１７に示すとおりとする。 

・主働土圧の鉛直成分及び竪壁の自重は、無視してよい。 

・竪壁は、底版との結合部を固定端とする片持ばりとして照査すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１７ 竪壁の断面計算における荷重状態 

 

［つま先版の照査］ 

・つま先版上の土砂等の荷重は無視してよい。 

・つま先版は、竪壁との結合部を固定端とする片持ばりとして照査すること。 

・曲げモーメントに対する照査は、図 ２.１８に示すとおり、竪壁の前面位置において行うこ

と。 

・せん断力に対する照査は、竪壁の前面から底版厚さの１／２離れた位置（図 ２.１９に示す

Ａ－Ａ断面）において行うこと。ハンチやテーパーのない擁壁の場合には、曲げモーメント

と同じ位置で照査してよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１８ つま先版に作用する荷重  図 ２.１９ つま先版のせん断力を照査する断面 
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［かかと版の照査］ 

・曲げモーメントに対する照査は、図 ２.２１に示すとおり、竪壁の背面位置において行うこ

と。 

・せん断力に対する照査は、竪壁の背面から底版厚さの 1/2 離れた位置（図 ２.２１に示すＢ

－Ｂ断面）において行うこと。ハンチやテーパーのない擁壁の場合には、曲げモーメントと

同じ位置で照査してよい。 

・かかと版付け根の曲げモーメントＭ3（ 図 ２.２２）が竪壁付け根の曲げモーメントＭ1よ

り大きくなる場合（Ｍ3>Ｍ1）、部材設計に用いるかかと版付け根の曲げモーメントは、竪壁

付け根の曲げモーメントを用いＭ3=Ｍ1とし、竪壁付け根における曲げモーメントＭ1を超え

ないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.２０ かかと版に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.２１ かかと版のせん断力を照査する断面 図 ２.２２ 曲げモーメントの関係 
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５.３ 練積み擁壁 

（練積み造の擁壁の構造） 

政令第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによ

らなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の

厚さをいう。別表第四において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の

上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるとき

は四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁と

し、かつ、その背面に栗くり石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、

適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土

質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五（その値が

三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁

の高さの百分の二十（その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル）以上と

し、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対し

て安全である基礎を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜解説＞ 

練積み造擁壁は、構造上の特徴から、安定計算による断面の設計は難しいことから、法令では、

経験的に定められたものとして、構造・形状が規定されている。 

別表第四（第十条、第三十条関係）

勾配 高さ 下端部分の厚さ
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 四十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 五十センチメートル以上
三メートル以下 四十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 四十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 六十センチメートル以上
二メートル以下 五十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 七十センチメートル以上
二メートル以下 四十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 六十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 七十五センチメートル以上
二メートル以下 四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 五十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 六十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 八十センチメートル以上
二メートル以下 八十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 九十センチメートル以上
二メートル以下 七十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 八十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 百五センチメートル以上
二メートル以下 七十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下 八十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下 九十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下 百二十センチメートル以上

第二種
真砂土、関東ローム、
硬質粘土その他これら
に類するもの

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下

第三種 その他の土質

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下

土質
擁壁

第一種
岩、岩屑、砂利又は
砂利混じり砂

七十度を超え
七十五度以下

六十五度を超え
七十度以下

六十五度以下
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＜運用上の留意点＞ 

・練積み造擁壁は、勾配、背面の土質、高さ、擁壁の厚さ、根入れ深さ等に応じて、適切に設計

すること。 

 

［地上高さ］ 

・原則として地上高さは５ｍ未満とする。ただし、積ブロックで政令第 17条に規定の大臣認定

を受けたものはこの限りでない。 

 

［構造］ 

・政令で定める表 ２.９の構造に適合すること。 

 

表 ２.９ 政令で定める練積み擁壁の構造 

・組積材の控え長さが 30 ㎝以上であること。 

・組積材がコンクリートにより一体化されていること。 

・擁壁背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効な裏込めがされていること。 

・崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンク

リート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること 

 

・裏込めの厚さは、盛土の場合は土圧の低減を図れる場合もあり、下端においては 60㎝以上も

しくは擁壁の地上高さ（Ｈ）の 100分の 20のいずれか大きい方の数値以上の厚さ、切土の場

合には透水層としての役目を果たす程度の裏込めとして 30 ㎝程度の等厚とすることを標準

とする。 

 

［形状］ 

・擁壁の形状が表 ２.１０に定める形状に合致すること。 
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表 ２.１０ 練積み擁壁の形状 

がけの 
土質 

擁壁 
の勾配 

第
１
種 

岩、岩屑、砂利又は砂利

混じり砂 

第
２
種 

真砂土、関東ローム、 

硬質粘土その他これら

に類するもの 

第
３
種 

その他の土質 

 

   

 
  

 

 
 

   

h：擁壁の高さ 

 

  

70° 
を
超
え 

 

以
下
（
約
３
分
） 

75° 

65° 
を
超
え 

 

以
下
（
約
４
分
） 

70° 

 

以
下
（
約
５
分
） 

65° 
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図 ２.２３ 練積み造擁壁の標準断面図（盛土の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.２４ 練積み造擁壁の標準断面図（切土の場合） 
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５.４ 擁壁の水抜穴 

（擁壁の水抜穴） 

政令第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面

の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類

する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利そ

の他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 
 

＜解説＞ 

雨水、地下水によって裏込め土の含水量が増加すると、その単位体積重量が増加するとともに

土の強度が低下し、擁壁の倒壊等をもたらすことから、法令では、これを防止するため、義務設

置の擁壁には水抜穴及び透水層を設けることが規定されている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・義務設置擁壁には、適切に水抜き穴及び透水層を設置すること。 
 
［水抜き穴の設置］ 

・表 ２.１１の仕様により、水抜き穴を設置すること。 

 

表 ２.１１ 水抜き穴の仕様 

・擁壁の下部地表近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に設けること。 

・内径は 75 ㎜以上の耐水材料を用いたもので、３㎡に１箇所以上設けること。 

・排水方向に適当な勾配をとること。 

・水抜き穴の入口には、水抜き穴から流出しない程度の大きさの砂利等（吸い出し防止材等を含む）

を置き、砂利、砂、背面土等が流出しないよう配慮すること。 

・地盤面下の壁面で地下水の流路にあたっている壁面がある場合には、有効に水抜き穴を設けて地

下水を排出すること。 

・水抜き穴に使用する材料は、耐水性の材料（コンクリートの圧力でつぶれないもの）を使用する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.２５ 水抜き穴の配置図 

［透水層の設置］ 

・擁壁の背面で、水抜き穴周辺その他必要な場所に砂利等の透水層を設けること。 

・擁壁裏面に透水マットを設ける場合は、「擁壁用透水マット技術マニュアル（(社)全国宅地

擁壁技術協会、平成９年６月）」により適正に使用すること。 
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５.５ 伸縮目地の設置・隅角部の補強 

＜運用上の留意点＞ 

［伸縮目地の設置］ 

・擁壁は長さ 10～20ｍごとに目地を設けること。 

 

［隅角部の補強］ 

・擁壁の屈曲する箇所は、隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強す

ること。 

・二等辺三角形の一辺の長さは、擁壁の高さ３ｍ以下で 50 ㎝、３ｍを超えるものは 60 ㎝とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の高さ３ｍ以下のとき ： ａ＝50㎝ 

擁壁の高さ３ｍを超えるとき： ａ＝60㎝ 

伸縮継目の位置      ： ℓは、２ｍを超え、かつ擁壁の高さ程度とする。 

図 ２.２６ 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置（コンクリート造擁壁の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の高さ３ｍ以下のとき ： ａ＝50㎝ 

擁壁の高さ３ｍを超えるとき： ａ＝60㎝ 

伸縮継目の位置      ： ℓは、２ｍを超え、かつ擁壁の高さ程度とする。 

図 ２.２７ 隅角部の補強方法及び伸縮継目の位置（練積み造擁壁の場合） 
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５.６ 認定擁壁 

（特殊の材料又は構法による擁壁） 

政令第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない

擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これら

の規定は、適用しない。 

 

＜解説＞ 

法令では、義務設置擁壁の構造規定を満たす擁壁以外の、特殊な材料又は構法による擁壁を使

用する場合には、義務設置擁壁に関する構造規定と同等以上の効力があると認める国土交通大臣

の擁壁を用いなければならないことを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・使用しようとする擁壁が、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力がある

と認める「大臣認定擁壁」であること。 

・設計内容が使用しようとする擁壁の認定条件に適合していること。 
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５.７ 任意設置擁壁 

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用） 

政令第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事

により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの（第八条第一項第一号の規定により設置されるものを

除く。）については、建築基準法施行令第百四十二条（同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。）の

規定を準用する。 

 

（擁壁） 

建築基準法施行令第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁（以下

この条において単に「擁壁」という。）に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条

第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊

及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。 

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。 

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これ

に類するものを詰めること。 

四 次項において準用する規定（第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を除く。）に適合する構造

方法を用いること。 

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有

すること。 

２ 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条

第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七

十九条、第八十条（第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七

十五条の準用に関する部分に限る。）、第八十条の二並びに第七章の八（第百三十六条の六を除く。）の規定を

準用する。 

 

＜解説＞ 

任意設置擁壁とは、「第２章 １．擁壁の設置義務」に示す設置の必要のある擁壁以外の擁壁を

指し、例えば盛土によって生ずる１ｍ以下の崖に設置する擁壁や切土によって生ずる２ｍ以下の

崖に設置する擁壁、切土によって生ずる２ｍ超の崖面であって土質と崖の勾配から擁壁を要しな

いと規定されている崖の部分に設置する擁壁などが該当する。 

法令では、任意設置擁壁のうち、高さ２ｍを超えるものについては、建築基準法施行令の規定

を準用することを規定している。 
 

＜運用上の留意点＞ 

・「令和７年２月 14日付建指第 1656 号擁壁の構造計算に関する取扱いについて」によるものと

する。 

・切土、盛土において造成後、地盤面の高さが 0.5ｍ以上の場合、のり面処理とする以外建築用

コンクリートブロック、コンクリート柵工等は使用してはならない。 

・高さが２ｍ以下であっても、１ｍを超える擁壁は安定計算を行うこと。0.5ｍ以上１ｍ以下の

擁壁は申請時に構造図を提出することで差し支えない。 

・高さ２ｍを超える任意設置擁壁は、原則として義務設置擁壁と同様に、政令第 13条に規定の

ある建築基準法施行令の各条を準用して設計すること。 

・高さ２ｍ以下の任意設置擁壁についても、その構造が擁壁の破壊や転倒を生じるおそれがあ

る場合、擁壁裏面の排水が必要な場合などにおいては、義務設置擁壁に関する基準を準用す

ること。  
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５.８ 施工上の留意事項 

(1) 鉄筋コンクリート造等擁壁の施工上の留意事項 

［コンクリート打設、打継ぎ、養生等］ 

・コンクリートは、密実かつ均質で十分な強度を有するよう、打設、打継ぎ、養生等を適切に

行うこと。 

 

［擁壁背面の埋戻し］ 

・擁壁背面の裏込め土の埋戻しは、所定のコンクリート強度が確認されてから行うこと。また、

沈下等が生じないように十分に締固めること。 

 

(2) 練積み造擁壁の施工上の留意事項 

［丁張り］ 

・擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保するため、表丁張り及び裏丁張りを設

置すること。 

 

［裏込めコンクリート及び透水層］ 

・裏込めコンクリート及び透水層の厚さが不足しないよう、組積み各段の厚さを明示した施工

図を作成すること。 

 

［抜型枠］ 

・裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないよう、抜型枠を使用するこ

と。 

 

［組積み］ 

・組積材（間知石等の石材）は、組積み前に十分水洗いをすること。また、擁壁の一体性を確保

するため、芋目地ができないよう組積みをすること。 

 

［施工積高］ 

・１日の工程は、積み過ぎにより擁壁が前面にせり出さない程度にとどめること。 

 

［水抜き穴の保護］ 

・コンクリートで水抜き穴を閉塞しないよう注意し、また、透水管の長さは、透水層に深く入

り過ぎないようにすること。 

 

［コンクリート打設］ 

・胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートの打設にあたっては、コンクリー卜と組積材と

が一体化するよう十分締固めること。 
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［擁壁背面の埋戻し］ 

・擁壁背面の埋戻し土は胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートが安定してから施工する

ものとし、十分に締固めを行い、常に組積みと並行して施工すること。 

 

［養生］ 

・胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シート等で覆い、十分養

生すること。 

 

［その他］ 

・崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁については、下部の崖又は擁壁に影響を与

えないよう十分注意すること。 

 

(3) 既存擁壁の取扱い 

・新たに盛土等を行う土地において、当該土地内に既存の擁壁等が設置されているものの、当

該擁壁等に手を加えずに新たな盛土等を行う場合、既存擁壁等に係る土地の部分が基礎地盤

にあたるのであれば、原地盤の一部として考慮する必要があるが、擁壁等としての技術的基

準への適合までは求めないものとする。なお、「既存擁壁に係る基礎地盤を原地盤の一部とし

て考慮する」とある範囲は、二段擁壁の考え方を準用すること。 
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第３章 崖面崩壊防止施設に関する技術的基準 

１．崖面崩壊防止施設の設置 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

政令第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施

設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。）

をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号（ハに係る部分を除く。）の規定により擁壁を設置

することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その

他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが

特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこ

と。 

 

（崖面崩壊防止施設） 

省令第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施

設その他これに類する施設とする。 

 

（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象） 

省令第三十一条 令第十四条第一号（令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める事象は、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土をした後の地盤の変動 

二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入 

三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 

 

＜解説＞ 

法令では、盛土又は切土により生じた崖面は、擁壁で覆うことが原則だが、擁壁が有する崖の

安定を保つ機能を損なう事象が生じる場所に限り、崖面崩壊防止施設の設置を認めることを規定

している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・崖面崩壊防止施設の適用性が高い場所については、表 ３.１に示す土地に該当する場所とす

ること。なお、崖面崩壊防止施設は、地盤の変形を許容できる場所への設置が認められてい

ることから、住宅地等の地盤の変形が許容されない土地には適用できない。 

・大量の土砂等を固定することやその他の工作物の基礎とすること等で過大な土圧が発生する

場合や、保全対象に近接すること等で重要な施設に位置付けられる場合等は、適用性を慎重

に判断すること。 

表 ３.１ 崖面崩壊防止施設を適用できる土地 

・地盤の支持力が小さく不同沈下が懸念される場所又は湧水や常時流水等が認められる場所

であること。 

・土地利用計画、周囲の状況から勘案して、地盤の変形を許容できること。 
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２．崖面崩壊防止施設の設計 

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

政令第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施

設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 略 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であ

ること。 

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

 

＜解説＞ 

法令では、崖面崩壊防止施設に必要な性能として、地盤の変動に追従できる構造であること、

地下水を有効に排除できる構造であること、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は

沈下しない構造であることを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・崖面崩壊防止施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これ

に類する施設で、次のいずれにも適合する構造であること。 

ア 地盤の変動等がある場合においても、崖面と密着した状態を保持することができる構造

であること。 

イ 土圧等によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 

ウ その裏面に侵入する地下水を有効に排除することができる構造であること。 

 

［工種の選定］ 

・工種は、鋼製枠工や大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁工等がある。 

・選定にあたっては、開発事業等実施地区の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺

の状況等を十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、崖面崩壊防止施設に求

められる安定性を確保できるものを選定すること。また、その構造上、過大な土圧が発生す

る場合や、保全対象に近接すること等で重要な施設に位置付けられる場合等は適用性が低い

ことに注意が必要である。特に、設置箇所と保全対象との位置関係等について調査し、必要

な強度、耐久性等について十分に検討すること。 

 

［要求性能］ 

①構造 

・地盤が変動した場合にも、崖面と密着した状態を保持することができるもの、崖面崩壊防止

施設背面に浸入する地下水を有効に排除することができるもののいずれにも適合する構造を

有する工種を選定すること。 
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②安定性 

 ・鉄筋コンクリート造等擁壁に準じて、表 ３.２に示す安定性を確保すること。 

 

表 ３.２ 崖面崩壊防止施設の安定性の検討 

常時 ・崖面崩壊防止施設全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.5倍以上であるこ

と。 

・崖面崩壊防止施設底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.5倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の長期許容応力度以下であること。 

地震時 ・崖面崩壊防止施設全体の安定モーメントが転倒モーメントの 1.0 以上であるこ

と。 

・崖面崩壊防止施設底面における滑動抵抗力が滑動外力の 1.0倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の短期許容応力度以下であること。 

 

③部材の応力度 

・躯体の最大応力に対して破壊を引き起こさないこと。 

 

④その他 

・かご枠工を用いる場合は、かご間の滑動についても検討を行い、安定であることを確認する

こと。 

・補強土壁工を用いる場合は、補強材の引抜けの抵抗のほか、盛土全体の安定性の検討を行い、

安定であることを確認すること。 
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第４章 崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技

術的基準 

１．のり面の保護 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講

ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止

施設で覆われた崖面を除く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付け

その他の措置を講ずることとする。 

 

＜解説＞ 

盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面が裸地となることで、侵食や洗堀が生

じ、これらの拡大により崩壊が発生することが懸念されることから、法令では、擁壁又は崖面崩

壊防止施設で覆われたのり面以外の崖面において、のり面保護工により保護することを規定して

いる。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土又は切土による崖面の崩壊を防止するため、必要に応じ、のり面保護工により保護する

こと。 

 

［盛土のり面の保護］ 

・盛土により生じたのり面の保護工は、図 ４.１のフローにより判定すること。 

・フロー中の「安定勾配」は、「表 ４.１ 盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配の目安」

の平均値を目安とすること。 

・保護工の詳細については、「道路土工 切土工・斜面安定工指針（（社）日本道路協会、平成 21

年６月）のり面保護工」に倣い設計すること。 

 

［切土のり面の保護］ 

・切土により生じたのり面の保護工は、図 ４.２のフローにより判定すること。 

・フロー中の「安定勾配」は、「表 ４.２ 切土に対する標準のり面勾配」の平均値を目安とす

ること。 

・保護工の詳細については、「道路土工 切土・斜面安定工指針（（社）日本道路協会、平成 21年

６月）のり面保護工」に倣い設計すること。 
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図 ４.１ のり面保護工選定フロー（盛土のり面の場合） 

 

表 ４.１ 盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配の目安 

盛土材料 盛土高 勾配 

粒度の良い砂（S）、 

礫及び細粒分混じり礫（G） 

5ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

5～15ｍ 1：1.8～1：2.0 

粒度の悪い砂（SG） 10ｍ以下 1：1.8～1：2.0 

岩塊（ずりを含む） 
10ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

10～20ｍ 1：1.8～1：2.0 

砂質土（SF）、硬い粘質土、硬い粘土

（洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロー

ム等） 

5ｍ以下 1：1.5～1：1.8 

5～10ｍ 1：1.8～1：2.0 

火山灰質粘性土（V） 5ｍ以下 1：1.8～1：2.0 

  

NO 

植生工選定フロー 

（緑化目標及び 

導入形態） 

始 

NO 

安定勾配が 

確保できるか 

盛土材料に 

岩砕ズリを 

用いるか 

侵食を受け 

やすいか 

植生工 

1：0.5 以上 

の急勾配か 

緑化が 

必要か 

緑化が 

必要か 

植生工 
（土羽土で生
育基盤を確保、
プレキャスト
枠工、編柵工等
との併用、植生
基材吹付工等） 

YES 

植生工 
（土羽土で生
育基盤を確保） 

無処理 吹付枠工、補強
土工等の構造
物工と植生工
の併用 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

擁壁工、補強土
工等の構造物
工（可能ならば
植生工を併用） 

YES 

NO 

NO 
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図 ４.２ のり面保護工の選定フロー（切土のり面の場合） 
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表 ４.２ 切土に対する標準のり面勾配 

地山の土質 切土高 勾配 

硬岩 - - 1：0.3～1：0.8 

軟岩 - - 1：0.5～1：1.2 

砂 
密実でない粒度分布の

悪いもの 
- 1：1.5～ 

砂質土 

密実なもの 
5ｍ以下 1：0.8～1：1.0 

5～10ｍ 1：1.0～1：1.2 

密実でないもの 
5ｍ以下 1：1.0～1：1.2 

5～10ｍ 1：1.2～1：1.5 

砂利または岩塊

混じり砂質土 

密実なもの、または粒

度分布のよいもの 

10ｍ以下 1：0.8～1：1.0 

10～15ｍ 1：1.0～1：1.2 

密実でないもの、また

は粒度分布の悪いもの 

10ｍ以下 1：1.0～1：1.2 

10～15ｍ 1：1.2～1：1.5 

粘性土 - 10ｍ以下 1：0.8～1：1.2 

岩塊または玉石

混じりの粘性土 
- 

5ｍ以下 1：1.0～1：1.2 

5～10ｍ 1：1.2～1：1.5 
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２．その他の地表面の保護 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第十五条 １略 

２ 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地

の地表面（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。）について講ずる措置に関するものは、

当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講

ずることとする。 

一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面 

二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面 

 

＜解説＞ 

盛土又は切土に伴って生ずることとなる地表面は、裸地となることにより、風化、雨水等によ

る侵食や洗掘が生じやすく、侵食や洗掘が進行した場合、崩壊が生じる可能性があることから、

法令では、崖面以外の地表面についても、保護工により保護することを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土又は切土をした後の土地の地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、

必要に応じ、のり面保護工により保護すること。 

・崖面以外の地表面は緩勾配であるため、表 ４.３の地盤面を除き、のり面緑化工による全面

緑化を図ることを標準とする。 

 

表 ４.３ 保護の必要がない地盤面 

・排水勾配を付した盛土又は切土の上面 

・道路の路面の部分その他の地表面を保護する必要がないことが明らかなもの 

・農地等で植物の生育が確保される地表面 
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第５章 排水施設の設置に関する技術的基準 

１．排水施設の分類 

・盛土に関する排水施設は、※暗渠排水工は、中間検査の対象となる。 

図 ５.１のとおり、のり面部分に設置する表面排水工、盛土施工前の基礎地盤に設置し、盛土

基礎地盤周辺の地下水排水を目的とする地下排水工、盛土本体に一定の高さごとに透水性が

高い砕石や砂等を設置し盛土内の地下水の排水を目的とする盛土内排水層（水平排水層）に

分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※暗渠排水工は、中間検査の対象となる。 

図 ５.１ 排水施設の分類 

 

 

  

基盤排水層 

暗渠排水工（※） 

排水工 表面排水工 

 （のり面排水工） 

地下排水工 

のり肩排水工 

小段排水工 

縦排水工 

のり尻排水工 

盛土内排水層（水平排水層） 

のり尻工 
（ふとんかご・じゃかご工） 

のり尻工 
（ふとんかご・じゃかご工） 
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２．排水工（管渠）の構造 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

政令第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置

に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれ

があるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するもの

を設置することとする。 

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のものとする措置

が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、

専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するも

のとすることができる。 

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものである

こと。 

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ま

す又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇

所 

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。 

 

＜解説＞ 

法令では、地表水等を排除することができるよう、排水工（管渠）が満足すべき構造の基準を

規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・排水工（管渠）は、地表水等を排除することができるよう、政令等で定める基準を満足する

構造であること。また、管渠の勾配及び断面積が排除すべき地表水等を支障なく流下させる

ことができるものであること。 
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［排水工（管渠）の構造］ 

・排水工（管渠）の構造の基準は表 ５.１のとおりとすること。 

・管渠は、水質、外圧に対する耐力、形状、工事費及び将来の維持管理を十分に考慮したうえ

で、陶管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、現場打ち鉄筋コンクリート管

又は硬質塩化ビニール管のうち、最も適当と思われるものを選ぶこと。 

 

表 ５.１ 排水工（管渠）の構造の基準 

①堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

②陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のもの

とする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障

がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨

水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

③その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができる

ものであること。 

④専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる

箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除

く。） 

ハ 管渠の内径又は内法のり幅の 120 倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清

掃上適当な箇所 

⑤ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

⑥ますの底に、深さが 15㎝以上の泥溜めが設けられているものであること。 
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［計画雨水量の算定］ 

・計画雨水量の算定方式は、合理式を用いるものとする。 

 

・降雨強度値は、５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上の値を用いること。 

・降雨強度値の算定は、図 ５.２の適用範囲に応じた次式を用いること。 

  

・流出係数は、表 ５.２に示す値を標準とし、排水区域全体を加重平均して求めること。なお、

この表については、中間値以上を用いること。 

 

表 ５.２ 流出係数 
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表 ５.３ 用途別総合流出係数標準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.２ 降雨強度式適用範囲 
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［管渠の勾配及び断面積］ 

・管渠流量の計算には、マニング式又はガンギレー・クッター式を用いて算出すること。 

 

マニング式 

 

 

 

 

 

ガンギレー・クッター式 

 

 

 

 

 

 

・管渠の流速は下流に行くにしたがい漸増させ、雨水管では計画雨水量に対して最小 0.8ｍ／

ｓ、最大 3.0ｍ／ｓとすること。 

・管渠の勾配は、管径に応じて表 ５.４の値を標準とし、かつ下流に行くに従い次第に勾配を

緩くすること。なお、地表の勾配が急で管渠の勾配が大きくなる場合には、適当な間隔で段

差を設けて勾配を緩くすること。 

 

表 ５.４ 管渠の勾配 
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３．表面排水工 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

政令第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置

に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれ

があるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するもの

を設置することとする。 

 

＜解説＞ 

法令では、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等

を排除することを求めている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・降雨等によって生じる表面水をのり面から適切に排除するため、必要な表面排水工が設置さ

れていること。 

・表面排水工の種類とその機能は表 ５.５に示すとおりであり、適切に表面排水工を設けるこ

と。 

 

表 ５.５ 表面排水工（のり面排水工）の種類 

排水工の種類 機能 必要な性能 

のり肩排水工 のり面への表面水の流下を防ぐ 

想定する降雨に対し溢水、跳

水、越流しない 

小段排水工 のり面への雨水を縦排水へ導く 

縦排水工 
のり肩排水工、小段排水工の水をのり尻へ

導く 

のり尻排水工 のり面への雨水、縦排水工の水を排水する 

のり尻工（ふとんかご 

・じゃかご工） 

盛土内の浸透水の処理及びのり尻崩壊を

防止する 
十分な透水性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.３ 表面排水工の例 
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［のり肩排水工］ 

・のり肩より上部に斜面地が続くなど、のり肩に外部から地表水等の流入が想定される場合は、

のり肩に排水工を設置すること。 

・設計にあたっては、図 ５.４又は図 ５.５の例を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.４ コンクリート等による排水溝 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.５ プレキャスト製品によるのり肩排水溝 

 

［小段排水工］ 

・崖面天端には、原則、排水工を設置すること。ただし、他の措置を講じ、適切に地表水を排水

できるときは、この限りではない。 

・設計にあたっては、図 ５.６の例を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.６ 小段排水溝の設置例 
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［縦排水工］ 

・のり肩排水工、小段排水工又はのり尻排水工を設置する場合、必要に応じて、縦排水工を設

置すること。 

・設計にあたっては、図 ５.７の例を参考に、表 ５.６の各事項に留意すること。 

 

表 ５.６ 縦排水工設計の留意事項 

・流水の分散を図るため間隔は 20ｍ程度とする。 

・排水溝には、既製コンクリートＵ型溝(ソケット付きがよい)、鉄筋コンクリートベンチフリ

ューム、コルゲートＵ字フリューム、鉄筋コンクリート管、陶管、石張り水路等が用いられ

る。 

・のり長３ｍ程度の間隔で、縦排水工下部にすべり止めを設置する。 

・縦排水工の側面は、勾配を付して張芝や石張りを施すのが一般的である。 

・縦排水工を設置の際は、地形的にできるだけ凹地の水の集まりやすい箇所を選定する。 

・縦排水溝の断面は流量を検討して決定するが、接続する横排水溝の断面、土砂や枝葉等の流

入、堆積物を考慮して十分余裕のあるものとする。 

・のり面の上部に自然斜面が続いて、その斜面に常時流水のある沢や水路がある場合は、縦排

水工の断面に十分余裕を持たせること。 

・縦排水溝の構造は、水が漏れたり飛び散ったりすることのないようにする。特にのり尻等の

勾配変化点では、跳水や溢水によるのり面の侵食や洗掘が懸念されるため、排水溝への跳水

防止版の設置、排水溝の外側への保護コンクリート等の措置を講ずる。 

・排水溝の合流する箇所には、必ずマスを設けた上で、マスには水が飛び散らないように蓋を

設ける。また、マスには深さが 15cm 以上の泥溜めを設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.７ 鉄筋コンクリートＵ字溝による縦排水工の例 

 

［のり尻排水工］ 

・のり面を流下する地表水が工事の区域外等に流出するのを防止するため設置すること。 

・のり尻排水工の流末は、排水能力のある施設に接続すること。 
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４．地下排水工 

（排水施設の設置に関する技術的基準） 

政令第十六条 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛

土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に

排水施設で同項各号（第二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれにも該当するものを設置することとす

る。 

 

＜解説＞ 

法令では、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当

該地下水を排除することを求めている。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるとき、盛土をする前の地盤面か

ら盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、十分な調査・分析・検証を行うこと。 

・盛土崩壊や地震時の滑動などの原因となる基礎地盤からの湧水や地下水の上昇を防ぐことに

より、盛土の安定を図るため、次のいずれかに該当する盛土をする場合にあっては、その規

模に応じて水平排水層、基盤排水層及び暗渠排水工を適正に設置すること。 

ア 渓流等で行う盛土 

イ 雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地で行う盛土 

 

表 ５.７ 地下排水施設の種類 

地下排水施設の種類 役割 

暗渠排水工 盛土最下部に盛土地盤全体の安定を保つ目的で設置（※中間検査の対象） 

基盤排水層 地山から盛土への水の浸透を防止する目的で地山の表面に設置 

のり尻工（ふとんか

ご・じゃかご工） 
盛土内の浸透水の処理及びのり尻崩壊の防止の目的で設置 

 

［暗渠排水工］ 

・暗渠排水工の配置は、図 ５.８～図 ５.１０を参考に、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所

等を対象に樹枝状に設置することを基本とする。 

・暗渠排水工の管径等の標準的な仕様は表 ５.８のとおりとする。 

・流域等が大規模なものの管径は、流量計算にて規格を検討すること。 

 

表 ５.８ 暗渠排水工の基本諸元 

本管 ・300mm 以上（流域等が大規模なものは流量計算にて規格検討） 

補助管 ・管径 200㎜以上 

補助管間隔 
・40ｍを標準とし、渓流等をはじめとする地下水が多いと想定される場合等

は 20ｍ以内 

土被り ・1.5～2.0ｍを標準とし、最小を 1.2ｍとする。 
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図 ５.８ 地下排水溝の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.９ 沢埋め盛土における地下排水溝及び基盤排水層の設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１０ 暗渠排水工の配置例 
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表 ５.９ 地下水排水暗渠の分類 

分類基準 分類名称 定 義 

役 割 
本暗渠 

流水の地下水を下流に流下させる暗渠で、管材を必ず使用し、流域に少

なくとも１本以上布設し所定の通水能力を期待するもの 

補助暗渠 流域に存在する地下水を効率よく吸収し、本暗渠に導き入れる暗渠 

型 式 

Ⅰ型暗渠 
本暗渠の中で施工中の排水を主な目的とするが造成工事完了後は積極

的な排水を特に期待しなくてもよい区域に配置するもの 

Ⅱ型暗渠 
本暗渠の中で地下水排水の重要度が高く、造成工事完了後も積極的な排

水を必要とする区域に配置するもの 

機 能 

吸水渠 暗渠自体に地下水を吸収・流下させる機能を有する暗渠 

集水渠 
暗渠自体には地下水を吸収する機能がなく、吸水渠が吸水した地下水を

うけて下流に流下させるために設置する暗渠 

 

表 ５.１０ 吸水渠、集水渠の区分 

区分 管材を使う場合 管材を使わない場合 

吸水渠 （有孔管、透水管）＋フィルター レキ、砂、ソダ 

集水渠 無孔管  

 

［地下水の流量計算］ 

・排水流量の算定にあたっては、現況の湧水量及び常時の平水量を測定して定めることが望ま

しいが、実態を把握しにくい場合は、次に示す日雨量及び流域面積等を指標とする方法によ

り算定すること。 

・計画日雨量は、５年確率の降雨強度を基本とし、集水量が高い場合や盛土規模が大きい場合

は総合的に判断し、適切な降雨強度を用いること。 

・暗渠排水工の仕様検討にあたっては、排水流量は次式で求まる暗渠排水量に対して５割の余

裕を見込むこと。 
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図 ５.１１ 地下排水暗渠の選定フローの例 
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［基盤排水層］ 

・基盤排水層は、透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土におけるのり尻部及び谷底部、湧

水等の顕著な箇所等を対象に設置することを基本とする。 

・基盤排水層の標準的な仕様は表 ５.１１のとおりとし、図 ５.１２を参考に設計すること。 

 

表 ５.１１ 基盤排水層の基本諸元 

厚さ 

・0.5ｍを標準とし、渓流等における盛土をはじめとする地下水が多いこと

が想定される場合等は１ｍ以上とする（ただし、小規模（１ｍ未満）の盛

土の場合については、0.5ｍとする。）。 

範囲 
・のり尻からのり肩の水平距離の１／２の範囲かつ渓流等における盛土で

は谷底部を包括して設置（地表面勾配ｉ<１:４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１２ 基盤排水層の設置例 

 

［のり尻工］ 

・暗渠排水工の流末は、維持管理や点検が行えるように、マス、マンホール、かご工等で保護

を行うことを基本とする。 
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５．盛土内排水層 

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準） 

政令第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ず

る措置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」

という。）の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。 

イ 略 

ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透

水層を設けること。 

 

＜解説＞ 

法令では、盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とするものであること、ま

た盛土内の地下水が地震時の滑動崩落の要因となることから、それらを速やかに排除することが

できるよう、透水層を設けることを規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・盛土内排水層は、透水性が高い材料を用い、盛土のり面の小段ごとに設置すること。 

・盛土内排水層の厚さ等の標準的な仕様は表 ５.１２、図 ５.１３を参考に設計すること。 

 

表 ５.１２ 盛土のり面に設置する水平排水層の基準 

項目 基準 

層厚 ・30㎝以上 

配置間隔 ・小段ごとに設置 

層の長さ ・小段高さの１／２以上 

排水勾配 ・５～６％ 

材料 ・透水性が高い材料（砕石、砂など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１３ 盛土内排水層の設置例 
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第６章 土石の堆積に関する技術的基準 

１．土石を堆積する土地の基準 

（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

政令第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものと

する。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土

石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。 

二 土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあ

るときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。 

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地（勾

配が十分の一以下であるものに限る。）を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合 当該高さの二倍を超える幅の空地 

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けること。 

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除

することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の

堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講

ずる場合には、適用しない。 

 

（柵その他これに類するものの設置） 

省令第三十三条 令第十九条第一項第四号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）に規定する柵そ

の他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らない

よう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。 

 

＜解説＞ 

法令では、土石の堆積は、行為の性質上、締固め等の盛土の崩壊防止に資する技術的基準を適

用することは適当ではないことを踏まえ、土石の堆積に関わる工事が、周辺への安全性の確保の

視点から満たすべき基準を規定している。 

 

＜運用上の留意事項＞ 

・土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配が、10分の１以下であること。 

・土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又はすべりが生ず

るおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講

ずること。 

・堆積した土石の周囲に、以下の空地を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが５ｍ以下の場合、当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが５ｍ超の場合、当該高さの２倍を超える幅の空地 

・堆積した土石の周囲に、柵等を設置し、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内

に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の

表示を掲示すること。 
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・地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその

他の必要な措置を講ずること。 

 

［堆積する土地の地盤］ 

・土石を堆積する土地の勾配の考え方は、図 ６.１のとおり、空地を含むＡ－Ｂ間の平均的な

勾配（Ａ－Ｂ間の垂直距離／Ａ－Ｂ間の水平距離）とする。 

・なお、原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、堆積に先がけてできるだけ平坦にかき均

すこと。 

 

 

 

 

 

 

図 ６.１ 勾配の測り方の例 

 

［周辺への安全確保］ 

・図 ６.２及び図 ６.３を参考に、工事を計画すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.２ 堆積する土地の基準（高さ５ｍ以下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.３ 堆積する土地の基準（高さ５ｍ超） 
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［その他の留意点］ 

①空地又は柵等の設置の適用除外 

・空地又は柵等の設置は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその

他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省

令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。 

 

②土石の堆積ののり面勾配 

・土石の堆積ののり面勾配は、盛土のり面勾配設定基準に準じて、30°（約１:1.8）以下とす

ること。 

 

③原地盤の処理 

・原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、堆積に先がけてできるだけ平坦にかき均すこと。 

 

④側溝、柵等の設置 

・地表水を排除する措置として設置する側溝等は、素掘り側溝とすることも可能とする。 

・柵等とは、人がみだり に立ち入らないようにする施設であり、ロープ等も適用可能とする。 
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２．堆積した土石の崩壊を防止する措置 

（堆積した土石の崩壊を防止するための措置） 

省令第三十二条 令第十九条第一項第一号（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定

める措置は、土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、勾配が十分の一以下であるものに限る。）

を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支え

ることができる措置とする。 

 

＜解説＞ 

法令では、土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配が10分の１を超える場合において、

堆積した土石の崩壊を防止するために講ずるべき措置を規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤勾配が10分の１を超える場合は、堆積した土石の

崩壊を防止するため、構台の設置等の措置を講じること。 

・構台等は、図 ６.４のイメージを参考に、表 ６.１の仕様のとおり計画すること。 

・詳細な設計を行う際は、道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会、平成 11年３月）を参

考とすること。 

 

表 ６.１ 構台等の仕様 

・土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものに限る。）を有する構台等の堅固な構造物とする

こと。 

・構台等の土石の堆積を行う面の勾配は、10分の１以下とすること。 

・設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、想定される最大堆

積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる

構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.４ 構台のイメージ 
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３．土石の崩壊に伴う流出を防止する措置 

（土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置） 

省令第三十四条 令第十九条第二項（令第三十条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める措

置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設（次項において「鋼矢板等」とい

う。）を設置すること 

二 次に掲げる全ての措置 

イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸

入することを防ぐための措置 

ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を

安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置 

２ 前項第一号の鋼矢板等は、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなけれ

ばならない。 

 

＜解説＞ 

法令では、空地を設けない場合や柵その他これに類するものを設置しない場合において、堆積

した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止するために講ずるべき措置を規定している。 

 

＜運用上の留意点＞ 

・堆積した土石の周囲に空地等を設置しない場合は、土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する

措置を講じること。 

・土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置は、鋼矢板等の設置又は緩勾配での堆積及び防

水性のシート等によるものとし、次のそれぞれの仕様に沿って計画すること。 

 

［鋼矢板等の設置］ 

・土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置として、堆積高さを超える鋼矢板やこれに類す

る施設を設置すること。 

・鋼矢板等は、想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重によって損壊、転倒、

滑動又は沈下をしない構造とすること。 

・鋼矢板の詳細な設計を行う際は、道路土工―仮設構造物工指針（日本道路協会、平成 11年３

月）を参考とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.５ 鋼矢板等の設置 
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［緩勾配での堆積及び防水性のシート等による保護］ 

・堆積した土石の斜面の勾配を土質に応じた安定を保つことのできる角度以下とすること。 

・堆積した土石を防水性のシート等で覆うこと。 

・緩勾配の目安としては、一般的な緩勾配のうち、最も緩い勾配（1:2.0）よりも緩い勾配とす

ることが望ましい。 

・堆積した土石の周囲（側溝等の外側）には、立入防止のための柵等を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

図 ６.６ 防水性シート等による保護 
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４．施工上の留意事項 

［原地盤の処理］ 

①現地踏査及び土質調査 

・現地踏査及び土質調査を行い、土石を堆積するにあたって必要な処理事項を確認すること。 

 

②伐開除根及び除草 

 ・草木や切り株などを除去するなど、すべり、緩み、沈下を生じないように処理すること。 

 

③排水溝、サンドマット 

 ・堆積部に透水性が高い砂や砂礫を敷く又は溝等により堆積箇所の外に適切に排水を行い、堆

積箇所の乾燥を図ること。 

 ・場合によっては、溝に砂又はクラッシャーラン等を充填し、必要に応じて有孔管等を埋設す

るなど、堆積後も暗渠排水の機能を確保すること。 

 

④極端な凸凹の除去 

・極端な凸凹等は堆積に先駆けてできるだけ平坦にかき均し、均一な堆積に仕上がるようにす

ること。 

 

［土石の堆積の計画］ 

①計画 

・周辺の安全確保が可能な堆積形状や空地、土石の崩壊に伴う流出を防止する措置を計画する

こと。 

・雨水その他の地表水により土石の崩壊が生じないよう、適切な排水措置等を行い、堆積した

土石の安定を図ること。 

・堆積する土石の安全な運搬経路を確保すること。 

 

②土石の受け入れ 

・堆積する土石を受け入れる際には、土石が計画の材質であることを確認すること。 

 

 

  



第７章 防災対策に関する技術的基準 

１．防災対策の考え方 

87 

第７章 防災対策に関する技術的基準 

１．防災対策の考え方 

○工事に伴う防災対策については、気象、地質、土質、周辺環境等を考慮して、適切な防災工法の選択、施工

時期の選定、工程に関する配慮等、必要な防災措置を工事に先行して講ずるとともに、防災体制の確立等の

総合的な対策により、工事施工中の災害の発生を未然に防止すること。 

 

＜運用上の留意点＞ 

［基本的な考え方］ 

・工事においては、一般に、広範囲にわたって地形、植生状況等を改変するので、工事施工中

の崖崩れ、土砂の流出等による災害を防止すること。 

・国の「盛土等防災マニュアル」及び「盛土等防災マニュアルの解説」に定めるものに基づき

行うこと。 

 

［防災工事］ 

・工事においては、次の事項に留意すること。 

ア 防災調整池の工事、低湿地における暗渠排水等の工事及び本格的整地工事は、集中豪雨、

台風期を避け、できる限り渇水期に工事を行うこと。 

イ 整地工事中は、湧水箇所及びのり面に盲暗渠、仮排水路等を設置するとともに、要所に

泥溜めを設け、できる限り土砂を流下させないよう努めること。 

ウ 宅地造成により整地した平坦地には、その外周に小規模な土堤を設けて雨水を一時貯留

し、下流への直接の流出を軽減させること。 

エ 防災調整池を設けない場合には、必要に応じて板柵、じゃかご、土のう等を適切に配置

し、土砂流出の防止、雨水流出量の軽減を図ること。 
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２．流量増対策 

○工事の区域及び周辺に溢水等の被害が生じないよう、当該区域内の雨水・地表水や地下水並びに当該地区外

から流入する雨水・地表水や地下水を安全に流下させるための流量増対策を実施すること。 

 

＜運用上の留意点＞ 

［基本的な考え方］ 

・流量増対策は、都市計画法に基づく開発許可の技術的基準に準ずるものとし、地域の自然及

び社会条件、河川等排水施設の流末接続先及びその周辺の状況、技術的及び経済的条件等を

勘案した、安全で合理的かつ効果的な規模及び方法で実施すること。 

 

［他法令に基づく基準の遵守］ 

・流量増等を考慮した雨水等の排水施設の設計にあたり、盛土規制法の許可に合わせ森林法に

基づく林地開発許可などを要する場合は、当該法令の基準との比較で厳しい基準を適用する

ものとする。 

 

［流末の接続］ 

・排水施設を設置する場合にあっては、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し

て、宅地造成、特定盛土及び土石の堆積に関する工事をしようとする土地の区域内の地表水

等を有効かつ適正に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河

川その他の公共の水域に接続していること。 

 

［流末接続施設との調整］ 

・河川や下水道など、流末を接続する施設の整備・改修計画等との整合に留意するとともに、

事前に当該施設管理者と十分に調整すること。 

 

［調節(整)池の設置］ 

・工事に伴い河川等の流域の流出機構が変化して、当該河川等の流量を著しく増加させる場合

には、洪水調節のための施設として調節(整)池を設置すること。 

・設計・施工は、国の定める「盛土等防災マニュアル」及び「盛土等防災マニュアルの解説」の

ほか、県の「開発行為の技術基準」、「茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解

説」、「調整池等設計の手引き」などに基づき行うこと。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県土木部都市局 建築指導課（宅地担当） 

 

住   所 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

電   話 029-301-4732 

Ｆ Ａ Ｘ 029-301-4739 
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